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平成２５年第１回長与町議会定例会 

 

平成２５年第１回長与町議会定例会 

 

議事日程（第５号） 

 

 

                         平成２５年 ３月２５日（月） 

                         午  前１０時３０分 開議 

日程 議案番号 件         名 備 考 

１ １２ 
長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 
する条例 

※総務 

２ １５ 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例 

※総務 

３ １６ 長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

４ １８ 長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例 ※総務 

５ ２２ 長与町基本構想の策定に関する条例 ※総務 

６ ２４ 平成２４年度長与町一般会計補正予算（第５号） ※総務 

７ ３２ 平成２５年度長与町一般会計予算 ※総務 

８ ３３ 平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算 ※総務 

９ ２ 長与町新型インフルエンザ等対策本部条例 ※文厚 

１０ ３ 
長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する 
基準を定める条例 

※文厚 

１１ ４ 
長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 
営に関する基準を定める条例 

※文厚 

１２ ５ 
長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 
備及び運営に関する基準を定める条例 

※文厚 

１３ １３ 
長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 
例 

※文厚 

１４ １４ 
長与町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める 
条例の一部を改正する条例 

※文厚 

１５ １９ 長与町立学校設置条例の一部を改正する条例 ※文厚 
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１６ ２０ 長与町立保育所条例の一部を改正する条例 ※文厚 

１７ ２１ 長与町地域自立支援協議会条例の一部を改正する条例 ※文厚 

１８ ２５ 
平成２４年度長与町国民健康保険特別会計補正予算(第３ 
号） 

※文厚 

１９ ２６ 
平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 
２号） 

※文厚 

２０ ２７ 平成２４年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号） ※文厚 

２１ ３４ 平成２５年度長与町国民健康保険特別会計予算 ※文厚 

２２ ３５ 平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計予算 ※文厚 

２３ ３６ 平成２５年度長与町介護保険特別会計予算 ※文厚 

２４ ６ 長与町道路の構造の技術的基準等を定める条例 ※建産 

２５ ７ 
長与町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基 
準を定める条例 

※建産 

２６ ８ 
長与町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条 
例 

※建産 

２７ ９ 
長与町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特 
定公園施設の設置に関する基準を定める条例 

※建産 

２８ １０ 長与町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 ※建産 

２９ １１ 長与町都市公園条例の一部を改正する条例 ※建産 

３０ １７ 
長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条 
例の一部を改正する条例 

※建産 

３１ ２３ 町道池堂西時津線道路築造工事請負契約の変更について ※建産 

３２ ２８ 
平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特 
別会計補正予算（第２号） 

※建産 

３３ ２９ 平成２４年度長与町水道事業会計補正予算（第２号） ※建産 

３４ ３０ 平成２４年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号） ※建産 

３５ ３１ 
平成２４年度長与町下水道事業会計資本剰余金の処分につ 
いて 

※建産 
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３６ ３７ 
平成２５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特 
別会計予算 

※建産 

３７ ３８ 平成２５年度長与町水道事業会計予算 ※建産 

３８ ３９ 平成２５年度長与町下水道事業会計予算 ※建産 

３９ ４１ 平成２４年度長与町一般会計補正予算（第６号） － 

４０ ４２ 長与町副町長の選任について － 

４１ 発議１ 
朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に対する日本政府の厳 
格な対応を求める意見書 

－ 

４２ － 議員派遣の件 － 

４３ － 委員会の閉会中の継続調査申し出 － 

                              ※付託された委員会 
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平成２５年第１回長与町議会定例会 

 

追加議事日程（第５号の追加１） 

 

 

                         平成２５年 ３月２５日（月） 

日程 議案番号 件        名 備 考 

追加 
１ 

発議２ 
議案第３３号平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算 
に対する附帯決議 
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                             （開会１０時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 ２１日までの委員会審査、大変お疲れさまでございました。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程第１、議案第１２号、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例、日程第２、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、日程第３、議案

第１６号、長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第４、

議案第１８号、長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例、日程第５、

議案第２２号、長与町基本構想の策定に関する条例、日程第６、議案第２４

号、平成２４年度長与町一般会計補正予算（第５号）、日程第７、議案第３

２号、平成２５年度長与町一般会計予算、日程第８、議案第３３号、平成２

５年度長与町駐車場事業特別会計予算を一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

総務常任 （佐藤 昇議員） 

委 員 長  報告いたします。 

 去る３月１１日、本会議におきまして総務常任委員会へ付託を受けました

議案につきまして、審査結果を報告いたします。 

 まず、議案第１２号、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、３月１２日９時３０分から、委員全員出席

のもと、説明員として葉山総務部長、古賀総務課長、その他関係職員の出席

を求めて審査いたしました。 

 障害者自立支援法の題名が改正されたものであり、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に改めるものでありました。具体的

には、育児または介護をする職員の早出、遅出を認めるための規定の中にそ

の文言があるので、改めるものでありました。 

 審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例につきましては、３月１２日、委員全員出

席のもと、説明員として葉山総務部長、古賀総務課長、小佐々健康保険課長、

藤井介護保険課長、吉村スポーツ振興課長、その他関係職員の出席を求めて

審査いたしました。 

 内容は、別表に新たに５つの職務を追加して、それぞれの報酬を規定する

ほか、長与町体育指導員を長与町スポーツ推進員に改めるものでありました。

長与町養護老人ホーム等入所判定委員会委員につきましては、規定の根拠を

条例化するために新たに追加するものでありました。主任介護支援専門員及

び介護支援専門員につきましては、現行の介護保険専門員の職務から切り離

して新たに規定をし、近隣市町の状況を勘案し、人材確保の観点から報酬を

引き上げるものでありました。助産師につきましては、母子保健法にある低



 

－ 320 － 

体重児の届け出及び未熟児の訪問指導が長崎県から権限移譲されるためであ

りました。長与町新型インフルエンザ対策本部員につきましては、長与町消

防団長を指すもので、新たに規定するものでありました。 

 主な質疑として、資格を持っている人に対しての条件が悪いのではないか、

この条件で応募する人がいるのか心配である。この金額に決まった理由は何

かという質疑に対し、近隣市町で助産師を雇用しているところはなかった。

ネット等で調査したところ、経験のある助産師は、保健師より月額２万５,

０００円から３万円程度高いことがわかったので、計算して１８万円とした。

主任専門員については、西海市は１８万であり、そこまでの金額も検討した

が、アップ率を勘案して１７万円としたとの答弁でした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１６号、長与町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の件につきましては、３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として葉

山総務部長、古賀総務課長、その他関係職員の出席を求めて審査いたしまし

た。 

 職員が所有する持ち家にかかる住居手当について２,５００円を支給して

いたが、廃止する内容でありました。 

 審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１８号、長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例につ

きましては、３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として葉山総務部長、

宮崎財務課長、その他関係職員の出席を求めて審査いたしました。 

 基金の上限を３００万円から現在の基金額４億７,６００円に改め、新た

に処分条項を設ける内容でありました。 

 主な質疑として、設置のところで、公共もしくは公共用に供する土地、ま

たは公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するとあ

るが、どういう形で取得することが決まっていくのかという質疑に対し、今

までは所管の方からこういうことで基金を利用して買いたいという提案があ

り、最終的に町長の決裁を受けて取得していたが、所管以外は全く知らなか

った。今後は、条例改正案が可決されたら、あわせて規則をつくる。その中

に各所管から取得したいと提案があったら、企画課内で組織されている副町

長をトップとする各部長、主な課長が構成メンバーである土地利用調整委員

会に諮って、こういう理由で土地を買いたい、面積、予定購入価格など、買

い戻し時期は何年後であるなど所管から徴取し、そこで決定すると、所管か

ら購入してよいですかという申請が上がり、最終的には町長決裁で決定して

いくとの答弁でした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２２号、長与町基本構想の策定に関する条例につきましては、

３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として吉田町長、浜野副町長、山

田企画振興部長、松浦企画課長、その他関係職員の出席を求めて説明を受け、

質疑を行い、慎重に審査いたしました。 

 条例の主な内容は、２３年の地方自治法の改正により、基本構想の策定義
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務、議決の法的根拠はなくなったが、今回、基本構想の策定義務及び議会の

議決、基本計画の策定義務などをうたった条例でありました。 

 主な質疑として、基本計画の議決を書き込まなかったのはなぜかという質

疑に対し、基本計画は行政計画と考えている。行政計画の最高責任者は町長

であり、立案、行政運営は町長の考えが反映されるものと考える。反映され

たものが予算であり、予算を審議することで計画を了承していただいている

との答弁でした。 

 基本構想は１０年間という長い計画であり、基本計画は５年間でより具体

的なものである。民意を反映させるためにも、住民にわかりやすく伝えるた

めにも、基本計画を議決するという考えもあっていいのではないかという質

疑に対し、基本構想をつくるときには、その手段として基本計画がある。基

本構想をつくるときには、同時に基本計画も審議してもらう。５年後に策定

する後期の基本計画についても同様である。住民には構想、計画合わせて公

表している。基本計画は手段であるので、議決から外していただいたとの答

弁でした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２４号、平成２４年度長与町一般会計補正予算（第５号）の

件につきましては、３月１３日９時３０分から、委員全員出席のもと、説明

員として浜野副町長、黒田教育長、葉山総務部長、山田企画振興部長、田島

生活福祉部長、鈴木建設部長、勝本教育次長、その他関係職員の出席を求め

て説明を受け、質疑を行い、審査しました。 

 歳入歳出それぞれ６,７４５万７,０００円を補正し、総額１２８億３,９

３７万７,０００円となるものでありました。 

 歳入の主なものは、町民税の最終見込みで約１億４,０００万円、地方交

付税の決定後の未計上分約１億９,９００万円、繰越金約１億６,２００万円

の増額、基金へ積み立てるための繰入金約５億２,２００万円の減額補正で

した。 

 歳出では、南交流センターの開発公社からの買い取り資金１億１,８００

万円、同じく下水処理場付近の港湾施設の買い取り資金１億９,０００万円、

丸田荘改修工事費２,０００万円の補正と、長与時津環境施設組合負担金約

５,７００万円、旧まち交による道路新設改良費約１億５,２００万円、西高

田線等の街路事業費約５,５００万円の減額補正でありました。 

 主な質疑として、地方交付税が今回計上された理由はとの質疑に対し、当

初は１８億円で計上していた。交付税の決定は７月の中旬から下旬であるが、

差額分を財源として留保していたが、最終的に決算見込み額との差額分を今

回計上したとの答弁でした。 

 南交流センター用地の取得価格と金利についての質疑に対し、平成６年５

月末に取得、広さは約２,６００平米で、取得価格は約８,７００万円、利息

は約３,１００万円であるとの答弁でした。 

 下水処理場付近の港湾用地の買い戻しについての質疑に対し、平成２１年

３月３１日に取得、面積約９,６５０平方メートル、取得金額は約１億８,０
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００万円、利息は約８００万円であるとの答弁でした。 

 多目的広場の整備と活用についての質疑に対し、駐車場目的で整備するよ

り公園として整備する方が補助率が大きい。現在はバラスを敷いている状態

だが、公園としても使え、行事があるときには駐車場としても使えるような

広場を考えているとの答弁でした。 

 丸田荘の改修工事の内容はという質疑に対し、業者選定についてはプロポ

ーザル方式を考えている。業者選定には、調査検討期間が必要となるため、

６月末ぐらいまで選定にかかる。２カ月の工事期間で９月から開設できる予

定である。工事内容は、ボイラーの入れかえと内装のリニューアルを考えて

いるとの答弁でした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３２号、平成２５年度長与町一般会計予算の件につきまして

は、３月１４日から２１日までの間、委員全員出席のもと、説明員として吉

田町長、浜野副町長、黒田教育長、葉山総務部長、山田企画振興部長、田島

生活福祉部長、鈴木建設部長、勝本教育次長、その他関係職員の出席を求め

て説明を受け、質疑を行い、審査しました。 

 歳入歳出予算の総額は１１２億１,３９８万７,０００円で、前年度と比較

して約６億７,０００万円の減額であり、５.７％の減となっていました。 

 歳入では、町税が２％の増額となったものの、事業の減少により国庫支出

金、町債が大きく減額となっていました。 

 歳出では、総務費、民生費、土木費等は前年度より増額計上され、長与小

学校建てかえ工事が終了したため、教育費が約９億８,０００万円の減額計

上となっていました。 

 主な質疑として、人件費の予算は１月１日現在で次年度の予算を組んでい

る。３月３１日に退職者が発生し、４月１日に新人が入ってくる。この時点

で人件費はほぼ確定するので、毎年１２月議会で減額補正をかけているが、

もっと早く補正をかけ、ほかのことに有効に使うようにするべきではという

質疑に対し、夏場に人事院勧告が出され、県の人事委員会の結論が早く決ま

ればもっと早く補正をかけられるとの答弁でした。 

 県の１００％補助で、エフエム長崎を利用して長与の情報を発信する事業

１,１８３万６,０００円については、緊急雇用対策事業にもなっており、３

名雇用している。ハローワークで募集するせいか、長与町在住の人は１名で

ある。３名とも本町在住者が望ましい。広報紙やホームページを使って募集

のお知らせができないのかという質疑に対し、エフエム長崎に委託し、ハロ

ーワークで募集することになっているので難しいが、内部でよく検討すると

の答弁でした。 

 コンパクトシティー調査研究報償費４９万５,０００円は、委員１０名分

の５回分と説明を受けたが、少額で意気込みを感じられないが、どのように

進めていくのかという質疑に対し、月１回の予定で９月までに５回開く。交

通の計画と情報インフラの案ができ上がってくるので、それを検討し、総合

開発審議会へ上げていくことになるとの答弁でした。 
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 主要な施策に記載してある国際交流事業３００万円の財源を示してほしい

という質疑に対し、行政側の旅費が３名分で１８０万円、国際交流協会補助

金１２０万円の合わせて３００万円であるとの答弁でした。 

 どういう目的で訪問するのかという質疑に対し、義援金のお礼と教育文化

の交流について協議をするためとの答弁でした。 

 国際交流事業の件に関しましては、３月１４日に審査を終了していました

が、１５日に町長が出席して再度審査を行い、２１日には町長より発言の申

し出と所管より訂正の申し出がありましたので、許可しました。 

 ２１日の冒頭、町長より国際交流事業に対する考えと、今後の進め方につ

いて発言がありました。次に所管より、旅費１８０万円の内訳が通訳等の共

通経費が９７万６,０００円で、３名分の旅費が８１万７,０００円ぐらいで、

合計１８０万円であると。国際交流協会補助金１２０万円のうち８０万円は

通常の補助金で、４０万円が交流事業の補助金で、協会から補助する２０万

と合わせて６０万円で町民の補助をするとの説明でした。行政側の旅費の財

源は、長崎県市町村協会からの補助金１７６万円であるとの説明でした。 

 子宮頸がんの予防接種を受けた中学生が１年３カ月ぐらい歩行困難になっ

たというニュースが報道されていたが、長与町でこういう事例が発生したら

どのような対応をするのかという質疑に対し、予防接種被害委員会があり、

そこに諮って予防接種が明らかに原因だと特定できれば、町が加入している

保険で対応するとの答弁でした。 

 地域福祉ボランティア基金を１,５００万円取り崩して、現在の高田保育

所を解体するとのことだったが、まんてんのような利用は検討しなかったの

かという質疑に対し、所管としては更地にして地権者に返さなければと考え

ているとの答弁でした。 

 牛乳パック再生事業１３４万円の事業内容はとの質疑に対し、小・中学校

給食から出る牛乳パックを中心に、原料９.５トンを集め、オリジナルトイ

レットペーパーを４万個つくる。試算では、１個当たり３２円で作成でき、

現在小・中学校で購入しているものよりも安い。入札にかけるのでもう少し

安くなると思う。小・中学校や町内の公共施設で使いたい。教育効果や環境

に対するよい効果が期待できるとの答弁でした。 

 町営住宅の長寿命化計画策定事業５００万円の事業内容はとの質疑に対し、

まず計画を策定する。修繕計画と改善計画の２つがある。修繕は悪いところ

を直していくことだが、改善は今あるもののグレードアップや福祉対応、安

全性の確保、最終的には建物自体の長寿命化を図っていく計画を策定する。

この計画を立てると、修繕、改善する場合、国の４５％補助の制度を受けら

れ、長寿命化を進められていくとの答弁でした。 

 公共施設管理者負担金１億８,０００万円の内容を示してほしいとの質疑

に対し、榎の鼻地区分で役場側から上ってさくら会館側へ抜ける道路と、住

宅が道路より低いので、その土工事と用地買収が主な内容で、国と協議して

特例として公共管理者負担金で行ってもよいことになったので、工事は組合

が行い、町がその分を負担する。単年度では支払い額が大きくなるので、債
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務負担行為で２５年、２６年の２年間で支払っていくとの答弁でした。 

 私立幼稚園預かり保育促進事業４００万円の事業を始める動機と内容を示

してほしいという質疑に対し、保育所では延長保育に当たり、補助金はない

が幼稚園でも子育て支援の一環として行う。幼稚園によって預かり料は異な

るが、保護者が支払った預かり保育料を限度額３分の１補助するとの答弁で

した。 

 図書館建設検討委員会１２４万４,０００円の内容はという質疑に対し、

委員１０名で構成され、２つの部会をつくる予定で、全体会、部会合わせて

１２回の会議を開くとの答弁でした。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算の件に

つきましては、３月１２日と１９日の２日にわたって、委員全員出席のもと、

説明員として吉田町長、浜野副町長、葉山総務部長、山下管財課長、その他

関係職員の出席を求めて説明を受け、質疑を行い、審査いたしました。 

 議案の主な内容は、歳入歳出それぞれ６８４万４,０００円とするもので

ありました。 

 主な質疑として、以前から指摘している印刷製本費２２万３,０００円と

郵便料５万２,０００円については、定期駐車納付はがきの印刷費とその郵

送料であるが、銀行の自動引き落としにすると発生しない。なぜ改善しない

のかという質疑に対し、現在銀行と協議中であるとの答弁でした。 

 前回も指摘したテレビ受信料については、テレビ購入も受信料も町の税金

で、シルバーのために使うのはおかしいと指摘してきた。勤務中にテレビを

見るのもおかしいのではという質疑に対し、テレビは昼や夕方に情報を得る

ために見ている。町の施設なので町の負担となるとの答弁でした。 

 情報収集するために見るのであれば、常時つけとかなければならないので

はないか、またそうであればラジオでもよいのではないかという質疑に対し、

情報収集ということでテレビを置いているが、使い方についても十分検討し、

ラジオの方がよい場合もあるので、含めて今後検討したいとの答弁でした。 

 機械化を含めた駐車場のあり方について、町長の見解を伺いたいという質

疑に対し、町長は、一般的には駐車場の機械化は進んでいると認識している。

しかし、この施設は老人福祉センターで安心安全を守らなければならないの

で、人がいないといけないという考えであるとの趣旨の答弁がありました。

その後、町長より発言の申し出があり、機械化した場合、危機管理、安心安

全が担保できるかどうか調査研究したいとのことでした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案を採決後、附帯決議が提出され、委員会で審査しました。審査の結果、

賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 以上、報告終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 まず、議案第１２号についての質疑はありませんか。 
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 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１５号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１６号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２２号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２４号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３２号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３３号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１２号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１、議案第１２号、長与町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１５号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 ただいま議題となっています議案第１５号に対して、賛成の討論を行いま

す。 

 今回、提案されました特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部の改正ですが、この中である主任介護専門員、助産師は、

町の非常勤の職員として勤務していただくような中身になります。その中で、

なぜこうした報酬になったのかということを委員会の中でもお聞きしました。

そこには、ほかの自治体の職員の給与も参考にしたということもありました
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が、多くは正職員の雇用が多かったということもお聞きしました。私もこの

点では、資格を持った方が職務をすることで専門的知識と責任が伴ってくる

と考えます。このような特別職員のような不安定な雇用ではなく、正規の職

員として雇用すべきではないかというふうに考えます。 

 本条例は、今後の子育ての問題と必要な部分であり、賛成をいたしますが、

今後の人事の採用の折に、ぜひこうした専門職を持った方々も正職員として

雇用するようなことが、今後の大きな住民サービスにつながるというふうに

思います。ぜひそうした検討をしていただくことを意見を付しまして、賛成

討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２、議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１６号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第３、議案第１６号、長与町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１８号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第４、議案第１８号、長与町土地開発基金条例の一部を改
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正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２２号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ７番、金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 議案第２２号に対し、賛成の立場で討論いたします。 

 平成２３年の地方自治法の改正により、市町村の基本構想策定義務が撤廃

されました。法律による策定義務はなくなりましたが、町の方向性を定める

という意味で、基本構想策定を条例で義務化したということに対し、一定の

評価ができるのではないかと考えます。 

 基本構想は、町にとって最上位計画とされ、１０年で取り組む政策を描い

た基本構想、５年の施策レベルの基本計画、３年から５年の事業レベルの実

施計画の３つで総合計画と言われています。よって、首長のマニフェストを

もとに総合計画を見直し、すり合わせていく作業が出てきます。基本構想は、

企業でいえば経営理念のような大きな方向性を示すものと言えます。その上

で、基本計画と実施計画をいかに具体的に運用するかが問われてきます。 

 幾つかの自治体では、今回のように基本構想に対する議会の議決権だけで

はなく、基本計画までの議決権を認めています。住民代表である議会の関与

もある意味当然のことかもしれません。しかし、そのような自治体は自治基

本条例を制定し、その中で基本構想、基本計画の位置づけを明確化しており、

それに対し、議会側が議会基本条例の中で第９６条第２項に基づき、議会の

議決事件としているというのが現状のようです。 

 ところが、本町では、自治基本条例が制定されていません。また、住民と

の協働と総合計画に出てきますが、それを一歩進めて条例制定を視野に入れ、

町政に参画できる仕組みがもっと充実したものになればと思います。それに

より、住民、行政、議会の役割をデザインし直すことにつながっていくので

はないでしょうか。住民代表である議員の立場として期待するところであり

ます。 

 しかし、今回の条例制定は、地方自治体が地域主権時代にふさわしいもの

に変わっていくために、みずからの意思で基本構想を策定することの異議は

大きいと考えます。よって、賛成といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 
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 ６番、安藤克彦議員。 

  ６番 （安藤克彦議員） 

 ただいま議題となっております議案第２２号に関しまして、賛成の立場か

ら討論いたします。 

 地方自治法の改正により、自治体においては基本構想の作成義務がなくな

りました。しかし、本町においてはこれからもみずから作成義務を負い、議

会に議決を経る開かれた町政に対しては理解をいたします。 

 また、町民の生活、町の発展のためにも、実態に即した弾力的な変更、ま

たは部分廃止も重要であると思います。 

 基本計画に議決を付さない件につきましてはやや不満も残りますが、委員

会の中で町長が申されました基本計画については、議決権を付さないものの、

議会の意見を聞き、ともにつくり上げていくという言葉を重く受けとめ、賛

成したいと思います。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第５、議案第２２号、長与町基本構想の策定に関する条例

を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２４号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ７番、金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 私は、議案第２４号に対し、賛成の立場から討論いたします。 

 今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ６,７４５万７,０００円を追加する

もので、補正内容は各種事業費の確定による節の整理が主なものとなってい

ます。 

 歳入では、２３年が不況だったということで低目に設定していた町税も当

初からすると６,０００万円の増となっています。また、入札による減額や

固定資産税などの滞納繰越金の増加に関しては、各所管ごとの努力の結果で

はないかと思います。 

 次に、歳出ですが、１月に利用中止となっている丸田荘改修工事費として

２,０００万円が計上されています。町民の憩いの場として長年親しまれて
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きた同施設は、住民福祉の観点からも必要な施設であり、一日も早い復旧を

ということで補正予算で計上したという説明でありました。今後、安定した

営業再開に向け、経費等の問題を踏まえつつ町民のためにも早急な対応を求

めるものであります。 

 また、公有財産購入費の計上ですが、これは２６年に開催される長崎がん

ばらんば国体で使用する用地確保ということで、多目的広場とし、町に負担

が少なくなるようにといろいろな方面からの補助金申請を模索しており、将

来の財政負担を考慮したものを研究していくということでありますので、今

後引き続き検討をお願いしたいと思います。 

 以上のようなことから、この補正予算は、町政運営に必要な予算措置にな

っており、必要なものであると認められますので、賛成といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ８番、川井哲雄議員。 

  ８番 （川井哲雄議員） 

 私は、議案第２４号、平成２４年度長与町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、賛成の立場で討論します。 

 補正予算には早急に行うべき丸田荘改修事業、おくれている長与駅バリア

フリー化事業、地震対策であるふれあいセンター耐震診断委託料などが含ま

れています。これらの事業は、暮らしやすい町づくりのために必要だと考え

ます。 

 よって、議案第２４号に賛成といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第６、議案第２４号、平成２４年度長与町一般会計補正予

算（第５号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３２号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 議案第３２号、平成２５年度長与町一般会計予算に対して反対の立場から
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討論させていただきます。 

 この２５年度予算は、吉田新町長の初めての予算編成であり、町民の期待

も大きいものと考えられます。日本経済及び本町を取り巻く環境は、政権が

交代してもなお厳しい状況にあることは変わりはありません。町長の施政方

針にあるように、最小の経費で最大の効果が生まれる工夫を町民も期待する

ところだと思います。 

 反対理由を申します前に、まず、今回の予算案で大いに評価できるところ

を幾つか挙げたいと思います。 

 １つ目は、子育て支援策としての懸案だった保育料の引き下げを行ったこ

とは、町長の幸福度日本一の公約の実現の第一歩だと思います。これまでは

県下では最高額の保育料が近隣市町村で一番低い額になるなど、子育て世帯

には大変喜ばれる施策であり、評価したいと思います。 

 ２つ目の長与町の伝統になりつつある平和事業の取り組みも、葉山、吉田

前町長に引き続き行うことに評価と、そして世界への発信をぜひ積極的に取

り組んでいただきたいことを望むものです。 

 ３つ目に、住宅リフォーム助成制度の継続も期待するところであります。

県下でも幾つかの自治体が取り組む中で、本町では昨年より予算額を増額し

て行われることは、町内業者の仕事をふやし、さらには町内居住者の安心安

全対策、そして最大の効果は地元のお金を地元に落とす内需拡大の経済効果

への期待です。本制度がより一層拡大されることにも期待し、評価したいと

思います。 

 ４つ目には、経費削減に向けたデータセンターの利用により電算システム

の運用開発委託料が大幅に減額されました。今後のシステム開発に、費用に、

削減に大いに期待したいと思います。 

 また、このほかには住民サービスの課題は山積していると思います。町長

が言われる住みたい、住み続けたい、住んでよかったと言われるような幸福

度日本一の町づくりを掲げるならば、住民目線の事業に積極的に取り組んで

いただきたい。 

 しかし、最小の経費で最大の効果を上げると掲げながら、納得できない予

算編成も行われてます。 

 １つは、委員会でも議論となったウェザースフィールド町への訪問経費で

す。本町との国際交流は順調とは言えず、どちらかといえば消極的でありま

す。今回の交流でさらに深めていきたいという考えですが、この地は遠く、

互いに訪問するにも費用がかかり、今回の訪問も当初行ってきた国際交流の

結果のような状況になるのではないかと見てとれます。ウェザースフィール

ド町との交流は、これまでどおりの書簡のやりとりや子供の交流のままでも

よいのではないでしょうか。 

 訪問理由にも疑問があります。震災のお礼ということですが、震災のお礼

ならば震災地へ直接の支援が喜ばれるのではないでしょうか。何度もウェザ

ースフィールド町から来町されてるという説明もありましたが、最近、小学

校の教諭が来日されていますが、これは本町が目的ではなく、ついでに寄っ



 

－ 331 － 

ただけの中身のようであります。交流も深めていきたいと言いますが、交流

が深まってからでも訪問が可能ではないでしょうか。早急な訪問費用には最

小の経費、最大の効果とは言いがたいというふうに思います。 

 ２つ目には、都市計画道路西高田線の事業であります。この点では何度も

指摘していますが、膨大な費用がかかる効果がある道路なのか疑問です。道

路の目的は、線路と平行して、先々は国道２０６号線につなぐ計画ですが、

この計画も全く見えてきません。しかも、現在行われてる事業は、総延長が

１キロ強の道路に対し、４０数億もの費用をかけ建設されるなど、最小の経

費で最大の効果とは言えません。 

 現在、住宅開発が行われてますが、このことについても町民がもろ手を挙

げて開発に賛成してる状況ではありません。私どもに寄せられる声としては、

長与の自然が破壊されてる姿を見て、不安や怒りの声もあることを指摘して

おきたいと思います。この道路は、この開発を誘発させた最大の原因であり

ます。自然破壊をする事業に町も反省するべきではないかと考えます。 

 さらに、高田南土地区画整理事業についても同様です。既にとめられない、

やめられないと言われますが、審議過程でも明らかのように、通常の民間が

行う事業ならば既に破綻状態にあると私は考えます。当初の計画から既に大

きくおくれ、現在掲げている平成２９年度完成も危ぶまれています。この状

況が続く中で、町の限られた財源の中から費用を捻出しなければならない事

態も生まれてきます。今回も約５億円強の事業が一般会計から拠出されてい

ますが、そのうち約１億３,０００万円は起債の償還費用であり、ここには

本来住民サービスに使えるお金が借金返済へと回り、何の効果も生み出せて

ない状況があります。 

 最後に、今議会の予算の審議の中で、私は本町関係で働く労働者の賃金が

非常に少なくて、決して労働の対価に見合ってない状況がうかがい知れまし

た。さきの条例でありました主任介護支援専門員、助産師の費用弁償、保育

所で働くパートの保育士、ひばり学級で公社で雇用される作業療法士など、

国家資格を取得しながら、その働く対価はシルバー人材センターと同額かわ

ずかに多いなど、通常では考えられません。働く労働者の意欲もわいてこな

い賃金では、本町の幸福度は上がらないと思います。 

 日本経済そのものが賃金を上げない傾向の中で、本町だけが賃金を大幅に

引き上げるっていうことは困難かもしれませんが、少なくとも働く人に賃金

の低さを甘んじさせるような状態は改善させるべきだと思います。指摘した

何十億円ものお金がこうした人たちの正当な働く対価に支払われることこそ

重要で、生きたお金になるのではないかと思います。最小の経費で最大の効

果というふうに掲げた矛盾があり、到底町の財源が有効に使われないことを

指摘し、反対討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 
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 議案第３２号、平成２５年度長与町一般会計予算について、私は賛成の立

場から討論いたします。 

 本予算について慎重に精査しました結果、おおむね妥当な予算と判断して

おります。 

 ２点を要望して賛成討論といたします。 

 １点目、それは飽くなきコストダウンの追求でございます。現在、各課で

は物品や各種委託料についてコストダウンに努力されておりますが、さらに

廉価購入を図るために、各課任せにせず、これをまとめて集中購買するなり、

あるいはスペックを統一して買ったり、廉価購入を推進すべきと思います。 

 例えば、委託料の場合、一例を挙げますと、エレベーター保守点検委託料

の場合、役場内のエレベーターは管財課、ふれあいセンターのエレベーター

は地域政策課でそれぞれ委託して発注を行っています。すなわち、各課にま

たがる共通の物品や各種委託料などは、全体最適化を強力に進めていただき、

強力なコストダウンを図っていただきたいと思います。現在の縦割りの構造

を見直して、横の連携を図って、購入に関する権限を持った部署を設けて一

元化し、専門のプロのバイヤーを育成するべきです。 

 私の民間の経験では、大手企業では専門の部署、例えば資材部、購買部、

調達部といった一緒の部署を設けて専門的に行っております。ぜひこのよう

なシステムを構築し、検討していただきたいと思います。 

 また、今すぐできることは、購入伺いとか委託伺いが町長に上がっていく

と思います。私の経験では、この伺いで必ず他の関連部署の意見も求めて、

最善の方法を考えることが必要であると思います。ぜひこの点も考慮されて

いただきたいと思います。 

 ２点目につきまして、２点目はウェザースフィールド町との国際交流につ

いてでございます。海外視察については、従来から観光旅行とか物見遊山と

批判が強く、納税者から監査請求を受けている事例がこれまで他自治体で多

くあります。こうした批判を受けないように、国際交流を真に住民のために

実施されるよう、強く要望いたします。具体的には、双方の住民の利益にな

るような施策を検討して、実のある国際交流を図っていただきたいと思いま

す。 

 また、この国際交流は、平成９年５月１９日に、ウェザースフィールド町

にて長与町とウェザースフィールド町と姉妹都市に関する協定書を文書にて

締結しております。その内容は、両町は教育、文化等の交流を通じて、相互

の理解と信頼を深め、恒久的な友好親善関係を将来にわたって進展させると

いうことでなっております。そしてまたこの目的を達成するために、両町は

姉妹都市になり、互いにその関係を積極的に推進するということになってい

ます。 

 それから、２点目は、姉妹都市の関係によって、互いに相互に財政的な負

担をかけないよう努めると、こういった趣旨のことが協定にうたわれておれ

ます。かつ当時の長与町長、それから当時の浜口町会議長、それからウェザ

ースフィールド町長が署名捺印されております。この協定書の趣旨と、それ
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から重みを考えて、今後この交流を積極的に推進していただきたいと思いま

す。 

 以上要望しまして、賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ７番、金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 私は、議案第３２号に対し、賛成の立場から討論いたします。 

 今回の予算は、予算規模総額１１２億３,２９８万７,０００円、前年度比

５.７％、金額にして６億７,２６７万３,０００円の減となっています。歳

入に関しましては、経済不況の中、町税に収入への影響が考えられるものの

２％の増加と見込んでいます。また、地方特例交付金が５０％減、国庫支出

金が５.４％の減となる一方、歳出におきましては民生費の増大、介護保険

特別会計への繰出金の増加など、依然厳しい財政運営を迫られているのでは

ないでしょうか。しかし、このような中、健全で効率的な財政運営を図りつ

つ、限られた財源を最大限に活用し、行政サービスの低下を招くことがない

よう必要な施策に取り込んでいるのではないかと考えます。 

 今回の主な施策として、住宅リフォーム補助金に１,０００万円、住宅用

ＬＥＤ電球等購入補助金に５００万円は、町内業者の育成と地域経済の活性

化を目的としています。また、ＢＣＧ、ポリオ、Ｈｉｂ、子宮頸がん予防ワ

クチン、インフルエンザの予防接種事業に１億１,７２４万３,０００円、妊

娠中の母子の健康管理のための健康診査１４回を助成する妊婦健康診査事業

４,７００万円などは町単独での継続、これらは心身ともに健やかな人をは

ぐくむ地域づくりということで実施されます。子育て支援策として、私立幼

稚園預かり保育事業４００万円の実施、保育料の引き下げ、特別支援教育の

充実など少子高齢化が叫ばれる中、産み育てやすい長与町を目標に、これか

らも継続を要望したいと思います。 

 次に、牛乳パック再生事業１３４万４,０００円です。児童生徒が給食で

飲む牛乳パックを開き乾燥させて、それが長与町オリジナルトイレットペー

パーに生まれ変わる。子供たちにリサイクルや環境対策の意識づけをするこ

とができ、費用の面でも効果があるということで、このような施策がこれか

らも実施されることを期待するものであります。 

 また、榎の鼻土地区画整理事業は組合施行ということですが、これに伴う

西高田線の改良整備は、将来県道に合流し、そのことにより市街地の形が明

確になり、町の活性化になるという点では、一日も早い完成が待たれるとこ

ろです。 

 次に、ウェザースフィールド町訪問の件です。平成９年に姉妹都市の締結

をし、その後、数回にわたる交流を重ねてきました。しかし、明確な交流は

なされていません。今のワールドワイドな時代に国際交流のメリットは多い

のではないかと思います。訪問後、どのような効果があるのか不明確な点も
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多々あります。そして、労力と時間と費用がかかるという点では、協力を得

られないこともあります。でも、行かないとわからない、そういう点も多く、

行くからこそ進め方が見えてくるのではないかとも思います。今後は長与町

に合った特徴のある交流ということが課題になってくるのではないでしょう

か。最小の経費で最大の効果が出る訪問になることを求めたいと思います。 

 以上のように、低迷する経済情勢のもと、厳しい財政運営を余儀なくされ

る中、健全財政を堅持しながら、子育て支援、町民の安心安全、町民との協

働の住んでよかったという町づくりを進めるべく、真に必要な施策を重点的

に実施するものであり、バランスのとれた予算案であると考え、賛成討論と

いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ９番、森 謙二議員。 

  ９番 （森 謙二議員） 

 議案第３２号、平成２５年度長与町一般会計予算について、賛成の立場か

ら討論します。 

 検討の結果、ほぼ妥当な予算配分であると思います。 

 今回の予算が必要なところに使われているものとして、ホームページ更新

業務委託料があります。利用者を意識したホームページの作成、管理のしや

すさを図る試みを大いに評価します。更新後はホームページ画面を上から下

へ目線をスムーズに動かせるようなデザインをお願いします。 

 次に、情報管理システムについては、新システムの導入により、１つのパ

ソコン画面で住民票を見ながら納税状況が確認できるようになるなどの効率

的な運用が期待できます。 

 一方、今後熟慮を要する点について申し上げます。今年度、米国の姉妹都

市ウェザースフィールド町への親善訪問の計画に疑問を感じます。２点の要

望を上げておきます。 

 １点目、迎え入れるウェザースフィールド町が長与町の金銭感覚を疑うお

それがあります。東日本大震災への義援金のお礼に対する訪問とのことです

が、震災から復興が完了していない時期であり、熟慮を要するところであり

ます。 

 ２点目、国際交流発展の下地づくりを計画すべきと考えます。両町の住民

同士の国際交流の場として環境を整備するとの御説明でしたが、姉妹都市の

関係が長い年数を経ているにもかかわらず、住民レベルの交流は盛んではあ

りません。国際交流事業を将来にわたって発展させるために、英語教育の強

化や本町の文化振興の強化等と結びつけて、多面的な計画案の提示を希望し

ます。 

 次に、予算を配分してほしい場所に予算の配分ができないとの回答が聞か

れます。例として、小・中学校の修繕料について予算の配分が少ないと感じ

ました。御説明では、町内５小学校に配分される予算は、２校が１００万円、
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３校が１２０万円、町内３中学校に配分される予算は、１校が１００万円、

２校が２００万円。大きな修繕がある場合は新たに工事費を予算化するとの

ことでした。しかし、広範囲で少額な修繕を要する箇所は少なくないはずで

す。優先順位による修繕とのことですが、予算の配分が少ないことで後回し

の修繕が出るおそれがあります。必要なところに多くの予算が配分されるよ

うに、全般的なむだの削減をお願いします。以上です。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第７、議案第３２号、平成２５年度長与町一般会計予算を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３３号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ８番、川井哲雄議員。 

  ８番 （川井哲雄議員） 

 議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算について、賛

成の立場で討論します。 

 長与町駐車場運営に関しては、前年度より幾つかの改善策を要求してきま

した。今回の予算では、駐車場管理委託料を減額するなどの改善策はとられ

ています。また、他の改善策についても、調査、研究、検討を行っていくと

の答弁が町長、担当所管からありました。今後の対応に期待いたしまして、

議案第３３号に賛成といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算について、私

は賛成の立場から討論いたします。 
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 本予算について慎重に精査した結果、おおむね妥当な予算と判断しており

ます。 

 １点を要望いたしまして、賛成討論といたします。 

 私は老人福祉センターの地下駐車場については、建物と表裏一体としてと

らえるべきものと思います。現状は建屋の老朽化、駐車場内の安全対策、さ

らには本駐車場の出入り口が交差点と非常に近いため、出入りに不便等の課

題があります。建物は老朽化がかなり進行していると思います。耐震診断は

いつ実施されるのかわかりませんが、まずそれを早く実施する必要があると

思います。その上で、全面建てかえか一部補修の検討、並行して町長が言っ

ておられたまちづくりのコンパクトシティーの構想を急ぐ必要があります。 

 また、私もこの案件につきましては、今後住民の意見をよく聞きたいと思

ってます。町としても十分住民の意見を聞く必要があります。それらを丁寧

に検討していただきたいと思います。 

 町長は２５年度中に検討結果を出すと言われましたが、私は１年間で検討

を出すのは難しいと思います。ぜひ時間はかかっても住民に納得いく説明が

必要と思います。拙速な検討は避けていただきたいと思います。 

 以上要望しまして、賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ７番、金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 私は、議案第３３号に対し、賛成の立場で討論いたします。 

 今回の予算は、歳入歳出それぞれ６８４万４,０００円とするものであり

ます。 

 歳出に関してですが、印刷製本費２２万３,０００円、郵便料５万２,００

０円は、利用者の立場から毎月の銀行振り込みの手間がなくなるだけでなく、

毎月送られてくる二重はがきの郵便料に対するものでありましたが、２３年

６月議会から改善を要望しておりました。そこで、今回、銀行の引き落とし

ができるようになるということで、特に月決め利用者の利便性の向上が図ら

れることになります。しかし、嬉里、長与駐車場の委託費に関する明確な答

えは出ていません。人件費に関しては、仕事量に見合う時間給ということで

削減がなされましたが、時間外利用ができないことなど幾つかの問題点は残

されています。 

 また、老人福祉センター利用者のため、人の顔が見えることで安心安全が

図られるので、無人ではなく有人での対応が望まれるとの答弁でしたが、月

極めで借りている利用者にとって、人がいなくなる１０時から朝方までは明

かりがなく場内は暗いため、足元もよく見えないという、それが現状です。

夜間は無人で、防犯カメラもないので、それらの点を考えると安全とは言い

がたいと感じます。 

 以上、２点を指摘し、賛成討論といたします。 
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議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第８、議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別

会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 場内の時計で１１時４５分まで休憩します。 

 なお、議会運営委員会の皆さんは、第１委員会室にお集まりください。 

（休憩１１時３７分～１１時４５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 ただいま、お手元に配付のとおり、委員会提出の発議第２号、議案第３３

号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算に対する附帯決議が提出さ

れました。 

 これを日程に追加し、追加日程として議題としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第２号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１、発議第２号、議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事

業特別会計予算に対する附帯決議を議題とします。 

 附帯決議について、提案理由の説明を求めます。 

 総務常任委員長。 

総務常任 （佐藤 昇議員） 

委 員 長  議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算に対する附帯

決議の件について、趣旨を説明いたします。 

 まず、なぜ附帯決議が出されたかという点につきましては、総務常任委員

会では過去、決算、予算と計４回審査いたしました。その中で、駐車場に対

する、こうしたらよいのではという提案と改善点などを指摘してまいりまし

た。検討しますという答弁に期待して、討論の中で意見を付して全会一致で

可決してまいりました。しかし、検討はしてきたという今回の委員会での答

弁がありましたが、委員が求めるような一歩進んだものではありませんでし

た。 
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 それと、駐車場会計は７００万規模の予算で、町全体の予算からすると小

さなもので、私も３回目の総務委員でありますが、過去何の違和感もなく通

してきました。こうした決議まで出される背景には、人が入れかわったこと、

１期生の住民目線の立ち位置で考えることのあらわれではないかと考えます。 

 決議案の内容につきましては、一度聞いていただければ理解できると思い

ますが、１点目につきましては委託方法、あるいは機械化すればもっと収益

が上がるのではないか、逆に、住民福祉を考えるのであれば無料にしてもい

いのではないかという、駐車場そのもののあり方をしっかり検討してほしい

ということであります。 

 老人福祉センターは老朽化しており、今後の建てかえ、あるいは再配置に

ついて問題のある場所で、簡単に結論が出る問題だとは考えていません。し

かし、何年先になるかわからないという理屈で現状何もしないということに

はなりません。機械化した場合の調査もされていたようですが、見積もりが

甘く数字合わせのような印象があります。そういうことも含めて真摯に検討

してほしいという趣旨であります。 

 ２点目については、老人福祉センターという特殊な点を考慮し、安全面か

ら人を配置しないといけないという理論でありましたが、現状、勤務者はボ

ックスにほとんど入っており、安全面に寄与していない、時間駐車の営業時

間が過ぎると駐車場は無人で、場内の電気は消され、真っ暗になり危険であ

り、定期駐車の人の安全面には全く配慮していないとの趣旨であります。 

 ３点目については、業務内容からして委託料が高いのではないかというこ

と、テレビの設置、活用のあり方、定期駐車の自動引き落としなど小さいこ

とではありますが、指摘してきたにもかかわらずなかなか前に進まないこと

を改善するような趣旨であります。 

 これまで、委員長報告あるいは討論の中で指摘してまいりましたが、残念

ながら改善がなかなか進まないので、こういう形をとることになりました。

予算そのものを凍結するようなものでもなく、敵対するような内容でもなく、

前向きに考えましょうという趣旨でありますので、御理解、御賛同をよろし

くお願いいたします。 

 以上、附帯決議案の趣旨説明を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発議第２号は、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、発議第２号は委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから、発議第２号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 １７番、西田 敏議員。 

 １７番 （西田 敏議員） 

 ２５年度長与町駐車場事業特別会計予算に対する附帯決議について、私は

反対の意見を申し上げます。 

 まず、今回この内容を見ますと、この案件そのものは附帯決議に値するよ

うな内容であるのかという疑問を持ちました。この長与駐車場は、公共施設

として唯一とも言える収益を上げる施設でございます。もう一つ、この駐車

場の位置というのは、長与町のほぼ中心で、商店街、それから社会福祉協議

会、そして商工会の事務所もあります。そういう意味では、必要な施設、非

常に重要な施設だと思っております。 

 もう一つ、あのメーンストリートは不法駐車が非常に多いということで、

私も以前、一般質問とか委員会の中で、あの駐車場を有効利用して無料にし

たらどうか、３０分までは無料、それ以降は有料にすべきだという意見も申

し上げてきたとこでございます。 

 また、安全性という面では、あそこは要するに地下の駐車場になっとるわ

けです。地下の駐車場ちゅうのは周りから見えませんので、やはりここに駐

車場の管理人がおる、人の目で見るということは大変必要なことだと思って

おります。やっぱり日中であれば、普通の昼であってもやはり密室性という

面では、出入りをちゃんとチェックする人間の目というのは非常に重要だと

思います。監視カメラということもありますが、監視カメラはあくまでも抑

止の意味では必要ですが、完全に犯罪とかそういう防止では、やはり人間の

目が正しいと思っております。 

 それから、業務委託の内容ということですが、先ほどの賛成討論等でもち

ょっと気づきましたけれども、この業務委託費、人件費についても既に改良

を加えたということで削減をしとるという話を聞きました。これについては

本当にゆゆしき問題だと思っております。ここはシルバーにたしか委託され

とるわけですけれども、委託料を議会が下げるようにというのは、これシル

バーであれば時間単価でもう決められとるわけですね。そしてこの委託料が

法外なものであるのかと言えば、それぞれのシルバーの基準に基づいてやら

れとるわけです。 

 それと、中についとるテレビもこれはむだだというような意見が出ており

ましたけれども、ここで実際にあそこで働く労働条件どうなのかということ

ですね。あの狭いところに高年齢の人ですよね。私が自分であそこに入って、

そして何時間か交代でしょうけれども、その環境を考えた場合に、本当にテ

レビがむだだとかそれ受信料、そういうことが言えるのかと思います。非常

に夏は暑いだろうし、冬は寒いだろうし、そして時間駐車といえども、長崎

市内にあるような駐車場みたいにひっきりなしに出入りがするというような

ところではテレビも見るひまもないかもしれませんけれども、大体計算しま
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すと、１時間に何台かぐらいしか入らないと思います。私もあそこはかなり

よく利用しますけれども、やはり駐車場の管理というのは人間がおってこそ

安心しておけると思っております。 

 そして、今度はこの業務費以外の部分での町費負担の削減ということです

が、この公共施設いうのは、費用の削減とかそういう面ばかりを余り見詰め

るものではないと。特に最初に申し上げましたけれども、大幅な赤字が出と

るとか、それから駐車場の管理人さんの、例えば不祥事があったとか着服を

したとかいろんな問題があった、そして安全性も言われておりますが、これ

はもうあそこにできた時点から危惧される場所ではあったと思っております

が、私はあそこでよく出るときに、確かに問題ですが、不便を感じるときも

ありますが、大体あそこで車を出しますと、ほとんどの人はとまってこっち

をあけてくれますよ。やっぱり不用意に飛び出したりすれば衝突の危険性も

ありますが、これは一つの交通マナーで十分防げる。事故があって、あの場

所が悪かったちゅうのは、これは後の結果論であって、そういう面からも考

えて、私は今の現状は保持していただきたいと思います。 

 そして、あとこれは建てかえるときに、次の建てかえるときにこのいろん

な面を考慮してやっていただきたいなと。 

 以上の点から、今回の附帯決議は出すに当たらないいうことで反対いたし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ７番、金子 恵議員。 

  ７番 （金子 恵議員） 

 ただいま提出されました附帯決議案に対し、賛成の立場で討論いたします。 

 ３点の指摘がなされましたが、まず１点目についてです。長与町駐車場の

経営方針についてですが、歳出は長与駐車場の需用費、委託料が大部分を占

めています。公共施設であるということ、住民サービスの観点、雇用の問題

など多額の利益を追求するものではないことは理解しております。しかし、

今予算で管理委託料が減額されたとはいえ、それでよいのか疑問です。もっ

と他の委託料とも比較検討し、公平に、効率的にできる点は多々あるのでは

ないでしょうか。その方向性を明確にするべきと思います。 

 ２点目の安全性、利便性ですが、長与駐車場は中央商店街の飲食店に来ら

れた方も利用しています。しかし、午後１０時には必ず出庫しなければ、翌

朝８時まで出すことはできません。また、無人となった夜間は場内に明かり

はなく、防犯の面では安全とは言いがたいのが現状です。これらの点を考慮

し、何らかの対策を講じることが必要ではないかと考えます。 

 次に、３点目ですが、他の委託先などと比べた場合どうなのか。勤務状況

など現状を把握する必要もあると思います。 

 ２３年度から今予算まで４回の審議を重ねてきましたが、改善されていな

いことを考えますと、再度駐車場会計のあり方、考え方を検討していただき、

今後、住民の利便性も考慮し、気軽に利用可能な駐車場経営を要望し、この
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附帯決議案に賛成といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 ３番、内村博法議員。 

  ３番 （内村博法議員） 

 議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会計予算の附帯決議に

ついて、私は反対の立場から討論いたします。 

 今回の附帯決議は、余りにもとっぴな感じがしまして違和感を感じます。

本駐車場以外の案件でも改善されていない先延ばしの議案はあります。なぜ

今回の駐車場予算だけが附帯決議なのかということについての理由が明確で

ないと思います。 

 それから、２点目、附帯決議案の内容についてですが、この決議案の文章

だけ見ますと、余りにも抽象過ぎます。総務委員会のメンバーは、これまで

の審議からある程度わかりますが、総務委員会以外のメンバー、とりわけ一

般の住民にとっては、この決議案を読んだだけでは意味不明です。現在、議

会基本条例中、検討中ですが、その中で町民と議会の関係の第３章で、議会

は積極的な資料の公開に努め、町民に対しわかりやすい議論を行うことを規

定しております。その前提に立てば、より具体的に記載し、意味がわかるよ

うにしなければならないと思います。 

 例えば、前文の文章の中で、本町嬉里の駐車場、ここは老人福祉センター

の地下駐車場と明確に書いていただければわかりやすいと思います。それか

ら、駐車場の再三にわたり指摘を行い、どのような指摘を行ったのかという

ことも記載すべきでしょう。それから、各項目の１、２、３とありますが、

１番目、経営方針を明確にしっていう文言がありますが、これは採算面なの

かサービス面なのか、機械導入なのか、より具体的に記載すべきでしょう。

３点目、利用者の安全性、利便性に配慮した対策を講じるとなってますが、

これも具体的に監視カメラとかそういうのを記載すべきでしょう。それから、

業務内容等について。ここはますますわかりにくいんですけども、一般の人

が見たらわかりにくいと思います。業務費、委託費以外の部分での町負担削

減に取り組むこと、これは先ほど出たテレビとか受信料のことを指している

と。それならばそれを具体的に書くべきだろうと思います。 

 それから、３点目、私は老人福祉センターの駐車場については、建物と表

裏一体としてとらえるべきものと思います。現状は、建屋の老朽化、駐車場

内の安全対策化、それからさらには、本駐車場の出入り口が交差点と近いた

め出入りに不便との課題があります。建物は老朽化がかなり進行してると思

います。私としては、老人福祉センターの将来については住民の意見を十分

踏まえた上で、駐車場を含めた老人福祉センターのあり方について判断した

いと考えてます。その結果で、行政に対する工程を含めた要望、意見を出し

たいと考えています。 

 それから、附帯決議についてでございますけれども、もちろんこの附帯決

議は議決した法案や予算案について意見や希望を盛り込んだ決議で、法律的
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な拘束力は持たないと言われてます。しかしながら、拘束力はないものの、

町の政策に対して事実上拘束力を発揮するとも言われております。また、行

政に対する議会要望なので、本当は議員全員の賛同が一般的とされておりま

す。私は多数で附帯決議をすることは問題があると思います、この意味で。 

 また、今回の議決内容は、町が当然行うべきであり、附帯決議とするもの

ではないと思います。 

 以上、反対討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 私も今回出されました附帯決議について、賛成の立場で討論させていただ

きます。 

 私は、今回の附帯決議を私なりに解釈し、賛成の立場でするものですが、

これまでも委員長報告でありましたように、委員会はこの間、駐車場特別会

計の疑問点、矛盾点を指摘してきました。当然、町の努力により改善された

ところもありますが、十分ではなく、やはり今一歩踏み込んだ町の姿勢を期

待したものであるというふうに確信しております。 

 まず１点目の長与町駐車場の経営方針を明確にしというところですが、私

は決して、イコール無人化だというふうには考えておりません。討論の中で

もありましたように、今後無人化されると雇用の場が失われるという懸念を

されるところもあります。しかし、この駐車場は、やはり今後必要なのはバ

リアフリー化というだれでもが利用できる、そうした駐車場になるべきだと

いうふうに思います。現状のああした状況では、簡単に利用できる、障害者

の方だとかは簡単に利用できません。こうした問題も含め、この駐車場の今

後のあり方を明確にしていくというところが、この間、委員会でも議会の中

でも問題点として指摘されたところではないかと、私は思っております。そ

ういった部分を明確にするというところは、当然の内容ではないでしょうか。 

 ２点目の、利用者の安全性、利便性を考慮した対策を講じること、この部

分も同僚議員の中からもろもろ発言がありました。私も細かくは申しません

が、やはりこの点での駐車場の管理はシルバー人材センターに委託しており

ますが、その業務内容がだれが見ても明らかになるような業務内容ではなか

ったということがここまで至った経緯だというふうに思います。雇用の確保

は重要です。同時に、利用者の安全性と利便性、この部分の確保も重要だと

思います。この部分を含めて、やはり対策を講じていただくことというのは

重要ではないでしょうか。その部分がまだまだ改善されてない状況について

は、こうした附帯決議も必要だというふうに思います。 

 最後に、業務内容等について、委託先との再協議、この部分についても、

先ほど言われました管理者、管理人がいることでの安全性が保たれるという

部分でありましたが、そうしたことも含めて、やはり委託先とその部分でも

十分な、業務内容の中に入れ込んでいただくという部分も当然必要ではない
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かというふうに思います。そうした部分が改善されてない中、やはり答弁の

中でも見えてこない中では、今回の附帯決議は当然しかるべき措置だという

ことで、私は賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ６番、安藤克彦議員。 

  ６番 （安藤克彦議員） 

 私は、ただいま議題となっております議案第３３号に対する附帯決議に対

しまして、賛成の立場から討論いたします。 

 まず、附帯決議につきましては、本町議会にはなじみのないものではござ

いますが、全国の地方議会においても広く使われており、先週の長崎市議会

においては平成２５年度当初予算の新市立病院に関する部分において附帯決

議が可決され、今、議会が新市民病院建設に対して何を求めているのかがは

っきりとした形で住民に示されております。 

 附帯決議に示しました３つの事項は、理事者側が委員会審議の中で答弁し、

約束してきたことでと理解しております。細かい部分については、理事者側

にボールを投げておりますので、今後、慎重に検討した結果、新たに議会に

説明をいただきたいという趣旨でございます。 

 常任委員会は原則公開とはいえ、議事録も広く公表されておらず、委員会

審議で何が約束されたのか、なかなか住民にはわかりづらいものがあります。

町と議会が約束した重要なことをこのような附帯決議という形でわかりやす

く示し、その後の経緯を住民の方々にも議会とともに見守っていただく、こ

のことはまさに、我々長与町議会が進めている議会改革、委員会改革の開か

れた議会の第一歩となるのではないでしょうか。 

 残念ながら、総務委員会ではこれらの趣旨を御理解いただけず、全会一致

の結果を見なかったわけですが、この場においては多くの方の賛同をいただ

けたらと思います。 

 以上、賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 １６番、堤 理志議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 私は、発議第２号、議案第３３号、平成２５年度長与町駐車場事業特別会

計予算に対する附帯決議に賛成の立場から討論を行います。 

 今回の附帯決議は、駐車場の経営方針の明確化と議会への説明、利用者の

安全性、利便性の配慮と対策、業務委託先と協議し、委託費以外の部分の超

負担削減を執行当局に求めるという３つの項目を要請する内容になっており

ます。 

 駐車場事業会計と運営を再点検するという意味で、私は賛成いたします。 
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 私は、この項目で慎重に検討する必要があると思いますし、また懸念する

問題がございます。駐車場会計は、この間、多大な赤字を抱えているわけで

はなく、適宜防火設備の適正化などを行い運営されてきたと理解をいたして

おります。行政は企業とは違い、利潤追求を目的に経営しているわけではあ

りません。住民福祉の向上や住民の利便性を向上させる目的で駐車場を運営

しているわけです。そうした駐車場運営の理念を明確化して、そのことをし

っかりと議会に説明するべきであったというふうに考えます。 

 また、行政の役割は、歳入を確保するだけにとどまらず、雇用を確保する

役割もあります。町営駐車場は、少人数とはいえ、高齢者雇用の場としての

役割を果たしています。歳入確保一辺倒、もうけ主義に走り、結果的に駐車

場従事者の待遇を悪化させたり、住民の雇用の場を奪うようなことがあって

はならないというふうに考えます。 

 聞くところによると、予算の審査に当たり、駐車場の料金所建屋に現在設

置してあるテレビや冷暖房の必要性、是非も議論になったと聞いています。

附帯決議には、町負担削減に取り組むこととうたっています。直接的な表現

はしていませんが、結果的に冷暖房などを撤去することを要求しているとも

受け取られるわけです。職務上テレビが必要かといえば、それは確かに妥当

性は薄いかもしれません。しかし、料金所は周囲をコンクリートに囲まれ、

通気性がよいとは言えない場所であり、夏場は連日３０度を超え、冬場は氷

点下を前後する日が続きます。働く人の健康面も留意しなければなりません。

職場の冷暖房を撤去することが適切かどうか、十分に、慎重に検討していた

だきたいものです。 

 さらには、料金徴収を機械化、無料化するいうことになりますと、高齢者

の就業の場を奪うことにつながってしまうのではないか、そういう懸念も持

っております。シルバー人材センターは、高齢者等の雇用の安定等に関する

法律に基づいて、短期的、または軽易な業務の就業と定められており、高齢

者の就業確保と生きがいづくりが目的であります。一般的な就労と同列に比

較するべきではありません。ましてや、高齢者を現役世代と互いに対立させ、

敵対視させるような構図を形成するような、そうした行動や考えは、私は自

制するべきだというふうに考えているところです。 

 高齢者は、戦後の困難な中で、人生をかけて日本を復興させ、今の繁栄の

基礎を築いてこられた方々です。こうした方々が定年を迎えた後、社会に貢

献し、生きがいを見出していただき、時には旅行に出かけるぐらいの収入を

得て余生を楽しんでもらうような心を、町の方針の中に盛り込んでほしいと

思います。 

 以上の検討すべき課題は述べた上で、今回の附帯決議により、駐車場事業

会計と運営の理念の明確化をこうした指摘した観点から再検討すべきという

意味で、賛成の討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 
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 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、追加日程第１、発議第２号、議案第３３号、平成２５年度長与

町駐車場事業特別会計予算に対する附帯決議を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 少 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立少数。 

 よって、本案は否決されました。 

 場内の時計で１３時１５分まで休憩します。 

（休憩１２時１５分～１３時１５分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 日程第９、議案第２号、長与町新型インフルエンザ等対策本部条例、日程

第１０、議案第３号、長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関

する基準を定める条例、日程第１１、議案第４号、長与町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例、日程第１２、

議案第５号、長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例、日程第１３、議案第１３号、長与町福祉

医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、日程第１４、議案第１４

号、長与町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部を

改正する条例、日程第１５、議案第１９号、長与町立学校設置条例の一部を

改正する条例、日程第１６、議案第２０号、長与町立保育所条例の一部を改

正する条例、日程第１７、議案第２１号、長与町地域自立支援協議会条例の

一部を改正する条例、日程第１８、議案第２５号、平成２４年度長与町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）、日程第１９、議案第２６号、平成２

４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）、日程第２０、議

案第２７号、平成２４年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号）、日

程第２１、議案第３４号、平成２５年度長与町国民健康保険特別会計予算、

日程第２２、議案第３５号、平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計予

算、日程第２３、議案第３６号、平成２５年度長与町介護保険特別会計予算

を一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員長。 

文教厚生 （西岡克之議員） 

常任委員長  それでは、御報告いたします。 

 去る平成２５年３月１１日、本会議におきまして文教厚生常任委員会に付

託を受けました議案の審査結果につきまして、御報告をいたします。 

 議案第２号、長与町インフルエンザ等対策本部条例につきまして、３月１

２日から、委員６名出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、小佐々健
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康保険課長ほか関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいたしま

した。 

 この議案につきましては、国の法整備により条例を整備したものでありま

した。よりわかりやすくするためにと、他の条例との表現の整合性を図るた

めに修正案が提出されました。 

 内容については、第２条２項中、「整理する」の次に「ほか本部長に事故

があるときは、その職務を代理する」を加えました。第５条、前各条をこの

条例に改めるとするものです。 

 そのほかの質疑の中身につきましては、条例は新型インフルエンザが発生

したときのみの条例かとの質疑には、感染が高いものに関しては含まれると

の答弁がなされました。 

 また、終息の判断はどうするとの質疑には、国の行動計画により示される

との答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、修正案を可決し、修正部分を除く原案に対して全

会一致で可決をいたしました。 

 議案第３号、長与町地域指定密着型サービス事業者等の指定に関する基準

を定める条例の件を御報告いたします。 

 ３月１３日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、藤井

介護保険課長、松村参事ほか関係職員の出席を求めて、慎重に質疑を重ねて

審査をいたしました。 

 この条例は、地域の自主性、地域性を高めるための条例でありまして、い

わゆるミニ特養老人ホームの定員は、２条で２９人以下と規定し、３条で申

請者の資格は法人であるものとの規定がなされておりました。 

 主な質疑といたしましては、今までの規則の変化はあるのかとの質疑に、

今回の条例は、定員、サービス事業申請者の資格を定めるだけのもので他の

変更はないとの答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第４号、長与町地域指定密着型サービス事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の件につきまして、３月１３日、委員全員出席のも

と、説明員として田島生活福祉部長、藤井介護保険課長、松村参事ほか関係

職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 

 この議案は、先ほどの３号の条例と同じで、長与町地域指定密着型サービ

ス事業の人員、設備、運営に関する基準について示されており、質疑の主な

内容としては、本会議で同僚議員の質疑にあったように、条例で定めず規則

に委任するかどうかの質疑には、今回の主権改革一括法の趣旨にのっとり、

本条例は基本的な基準は条例に盛り込み、細部にわたる数値的な制約は規則

で定めた。しかし、厚労省の基準に従っており、逸脱はできないとの答弁が

なされました。 

 また、細目を規則で定めると議会が関与できない。ある意味行政の責任が

重くなるが、どうかとの質疑には、それに関しては重く受けとめて、責任あ

る対応をするとの答弁がなされました。 
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 質疑を重ね、慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第４号、長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の件を御報告いたします。 

 ３月１３日、説明員として田島生活福祉部長、藤井介護保険課長、松村参

事ほか関係職員の出席を求め、質疑を重ね、慎重に審査をいたしました。 

 この議案も地域主権一括法の公布によるもので、６条の２については１項

で協議会委員の任命基準を明確にし、第２項で委員の定数を明記し、第３項

で委員の任期を記してありました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決するものといたしました。 

 議案第１３号、長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の件について、御報告をいたします。 

 ３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、西平

福祉課長ほか関係職員の出席を求めて、質疑を重ね、慎重に審査をいたしま

した。 

 条例の中身に関しましては、第３条の中で「障害者自立支援法」を「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるもので

ありました。 

 質疑の主な内容といたしましては、名称が変わることで内容的な変更はあ

るかとの質疑に、変更はほとんどないとの答弁がなされました。 

 また、町長の施政方針でもあったが、今後具体的に内容が示されたら対応

したいと言っていたが、スケジュールはどうかとの質疑には、今後、県から

の説明があるので、その後速やかに対応したいとの答弁がなされました。 

 質疑を重ね、慎重に審査した結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第１４号、長与町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める

条例の一部を改正する条例の件について、御報告をいたします。 

 ３月１２日、説明員として田島生活福祉部長、西平福祉課長ほか関係職員

の出席を求め、説明を受け、質疑を重ね、慎重に審査をいたしました。 

 この議案は、先ほど御報告いたしました長与町地域自立支援協議会の設置

に伴い、当該委員の報酬及び委員、費用弁償について規定したものでありま

して、会長の報酬が日額７,４００円、委員は日額７,０００円と定めるもの

でありました。 

 質疑の主な内容は、会の開催回数はどの程度想定しているかとの質疑には、

年１回の開催は予定している。県にも同様の会議があるので、整合性を図っ

ていくとの答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第１９号、長与町立学校設置条例の一部を改正する条例の件を御報告

をいたします。 

 ３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として勝本教育委員会理事、森

川教育委員会総務課長ほか関係職員の出席を求め、慎重に質疑を重ね、審査

をいたしました。 

 この条例は、長与小学校建てかえにより旧校舎から新校舎への移転に伴い、
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旧住所、長与町嬉里郷６３４番地から、新住所、長与町嬉里郷６５９番地２

への変更するものであります。 

 質疑の主な内容といたしまして、校舎を移転後のグラウンドの使用につい

てはどう考えるか、スケジュールはどうかとの質疑には、旧校舎を解体後整

備し、グラウンドとして使用する。平成２５年度中に解体後、２６年にかけ

て整備するとの答弁がなされました。 

 また、嬉里郷６５９番２は１筆かとの質疑には、１筆であるとの答弁がな

されました。 

 また、整備後のグラウンドは、社会体育にも貸し出しは可能かとの質疑に

は、可能であるとの答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 続きまして、議案第２０号、長与町立保育所条例の一部を改正する条例の

件について御報告をいたします。 

 ３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、西平

福祉課長ほか関係職員の出席を求め、慎重に質疑を重ね、審査をいたしまし

た。 

 この条例は、町立高田保育所の新築移転に伴い、住所を既存の住所から、

西彼杵郡長与町高田郷２０４７番地３に改めるもので、４条から７条を削除

し、８条を４条とするものでありました。 

 質疑の主なものとしては、移転後の跡地利用について質疑がなされ、現在

の建物は解体はいつするかとの質疑には、２５年度予算で解体する。借地な

ので、地権者と話し合いの上決定するとの答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第２１号、長与町地域自立支援協議会条例の一部を改正する条例の件

について、御報告をさせていただきます。 

 ３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、西平

福祉課長ほか関係職員の出席を求め、質疑を重ね、慎重に審査をいたしまし

た。 

 本案も上位法の改正によるものであり、地域の自主性、自立性を高めるも

のであります。 

 質疑の主な内容としては、協議会の委員の選任方法、定数などについての

質疑がなされ、３条の５の障害者及びその家族に対しての委員の選出はどう

するのかとの質疑には、身障者協会からの推薦を求めるとの答弁がなされま

した。 

 また、委員の中に雇用関係はいるのかとの質疑には、現在はいないが、今

後はハローワークの方の登用も考慮していきたいなどとの答弁がありました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決するものと決しました。 

 議案第２５号、平成２４年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）の件を御報告をいたします。 

 ３月１２日、説明員として田島生活福祉部長、小佐々健康保険課長ほか関

係職員の出席を求めて質疑を重ね、慎重に審査をいたしました。 
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 本案は、歳入歳出それぞれ１億３,３７１万２,０００円を減額し、総額を

歳入歳出それぞれ４４億７,３００万９,０００円とするものであります。歳

入では、療養給付費の確定による減額補正１億３,１６２万５,０００円や、

諸収入で交通事故などの国保建てかえ分の返納金によるものでありました。

歳出では、療養給付費の減額、他財源組み替えによるものが主なものであり

ました。 

 慎重に質疑を重ね、審査をした結果、全会一致で可決するものと決しまし

た。 

 議案第２６号、平成２４年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の件について、御報告をさせていただきます。 

 ３月１３日、説明員として田島生活福祉部長、藤井介護保険課長、松村参

事ほか関係職員の出席を求めて説明を受け、質疑を重ね、慎重に審査をいた

しました。 

 本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,４０７万３,０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ３億９,２７２万８,０００円とするものでありました。 

 歳入に関しましては、保険料の最終決定によるものが大きなもので、歳出

は広域連合交付金の決定によるものでありました。 

 慎重に質疑を重ね審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 議案第２７号、平成２４年度長与町介護保険特別会計補正予算（第２号）

の件について、御報告をいたします。 

 ３月１３日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、藤井

介護保険課長、松村参事ほか関係職員の出席を求め、質疑を重ね、慎重に審

査をいたしました。 

 概要といたしましては、規定の保険事業勘定の歳入歳出それぞれに２,０

２１万２,０００円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ２５億６０２万６,０

００円とし、介護サービス事業の歳入歳出それぞれ３３８万５,０００円を

追加し、歳入歳出総額を２,１６７万９,０００円とするものでありました。 

 内容の主なものは、歳入で介護保険事業補助金でシステム改修による事業

費補助金がありました。歳出の主なものは、居宅サービス給付費の増額給付

でありました。サービス勘定では、歳入では２３年度の繰越金の精算による

もので、歳出ではケアプラン委託料によるものでありました。 

 慎重に質疑を重ね、審査をした結果、全会一致で可決するものといたしま

した。 

 議案第３４号、平成２５年度長与町国民健康保険特別会計予算の件につき

まして、御報告をいたします。 

 ３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、小

佐々健康保険課長、飯塚参事ほか関係職員の出席を求め、質疑を重ね、慎重

に審査をいたしました。 

 議案の主な内容といたしましては、歳入歳出総額をそれぞれ４５億６,６

３５万３,０００円とするもので前年度比２.５％の増でありました。対象世

帯数５,４１０世帯、９,８７０人であります。 
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 質疑の主なものとしては、特定健診受診の実態と受診率向上についての質

疑には、現在長崎市ではできない受診を可能な方向に今後努力し、特定健診

システムを導入し、今後さまざまな展開ができるので、受診勧奨に利用でき

るとの答弁がありました。 

 また、健康管理システム委託料についての質疑では、特定健康診査と保健

指導ができる。先々で予防接種や妊婦健診等さまざまな保健指導ができると

の答弁がありました。 

 また、委託先は決定しているのかとの質疑には、県内２事業所しかシステ

ムを保持しておらず、さまざまな観点から判断したいとの答弁がありました。 

 質疑を重ね、慎重に審査した結果、賛成多数で可決するものと決しました。 

 議案第３５号、平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計予算の件につ

いて、御報告をいたします。 

 ３月１４日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、藤井

介護保険課長、松村参事ほか関係職員の出席を求めて質疑を重ね、慎重に審

査をいたしました。 

 今回の予算は、歳入歳出それぞれ３億８,９２６万８,０００円とするもの

であります。被保険者数は４,０２０人でありました。 

 質疑の主な中身といたしましては、督促手数料は何件分を予定してるかと

の質疑には、約６０件分を予定しているとの答弁がなされました。 

 委託料では、システムの改修委託料が入っているが、毎年行っているのか

との質疑には、オーバーライトで書きかえを行っているとの答弁がなされま

した。 

 また、本制度は平成２６年に改正のようだがとの質疑には、今のところ、

現状でいくようだとの答弁がなされました。 

 慎重に質疑を重ね、審査をした結果、賛成多数で可決するものと決しまし

た。 

 続きまして、議案第３６号、長与町介護保険特別会計予算の件を御報告い

たします。 

 ３月１４日、委員全員出席のもと、説明員として田島生活福祉部長、藤井

介護保険課長、松村参事ほか関係職員の出席を求めて質疑を重ね、慎重に審

査をいたしました。 

 本案の予算は、保険事業で歳入歳出総額２５億３,９４１万６,０００円で

ありまして、前年度比２.７％の増加であります。サービス事業勘定では、

歳入歳出総額１,８９３万７,０００円で、３.５％の増加でありました。 

 質疑の主なものといたしましては、歳入で第１号被保険者保険料の算出根

拠はどうかとの質疑は、事業計画を立てて算出をしている。最終的には実績

で調整するとの答弁がありました。 

 歳出で、保険介護システムリース料の中身は具体的にどうかとの質疑には、

ソフトほか、パソコン、プリンターなど周辺機器１３台分の料金であるとの

答弁がなされました。 

 また、３款２項での地域住民グループ支援事業補助金は交付は何団体かの
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質疑には、サポーターポイント制度の中身はとの質疑には、本年は１３団体

である。６５歳以上の介護認定を受けていない方が対象で、介護施設でボラ

ンティアを実施した方が対象になる制度である。後ほど広報で告知、募集を

するとの答弁がなされました。 

 慎重に審査をした結果、全会一致で可決をいたしました。 

 以上、報告を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

 まず、議案第２号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１３号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１４号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１９号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２０号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２１号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２５号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２６号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２７号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３４号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３５号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３６号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２号の討論を行います。 

 まず、原案賛成の討論はありませんか。 
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 次に、原案反対の討論はありませんか。 

 次に、修正案賛成の討論はありませんか。 

 １６番、堤 理志議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 私は、議案第２号、長与町新型インフルエンザ等対策本部条例に対する修

正動議に賛成の立場から討論を行います。 

 本条例の原案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、長与町

における対策本部を設置し、体制を整備する条例であります。 

 政府の資料によりますと、この特別措置法の目的は、新型インフルエンザ

及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図

り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最

小となるようにするとしております。長与町民の生命と健康を最大限保護す

る役割を担う極めて重要な条例だと認識をいたします。 

 委員会での条例審査の中で、副本部長の役割について、本部長を補佐する

ことと本部の事務の整理と定めていますが、本部長に何らかの事故があった

場合、その職をだれが代理するのか、その場合の法的根拠が議論になりまし

た。委員会での質疑では、県が示した条例案をそのまま準用したとの趣旨の

説明がありました。確かに、他の自治体の条例案もほぼ同様の文言となって

います。しかし、小田原市の同じ条例には、本部長に事故があるときは、副

本部長がその職務を代理する旨が条文化されております。この条例は、前述

したとおり、町民の命と健康を保護する体制を定める条例です。最高責任者、

指揮権者の明確化など重要な事項については条例上に明記をし、万が一のと

きに副本部長が職務を代理することができる根拠を記しておくべきだという

ふうに考えます。 

 現在、長与町議会は議会改革に取り組んでいます。その最高規範となる議

会基本条例案の柱の一つとして、執行機関と切磋琢磨する議会を目指してい

ます。執行機関が提案する条例や議案について、町民にとってよりよい条例

にするために、議会がこうした条例や議案を修正することは大いに歓迎され

ることと考えます。これからの議会の役割として必要なことだと思います。 

 以上の理由から、この修正動議に賛成をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、原案賛成の討論はありませんか。 

 次に、原案反対の討論はありませんか。 

 次に、修正案賛成の討論はありませんか。 

 原案賛成、原案反対、修正案賛成、いずれでも結構です。討論はありませ

んか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第９、議案第２号、長与町新型インフルエンザ等対策本部

条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、修正可決です。 



 

－ 353 － 

 したがって、まず本案に対する修正案について、起立によって採決します。 

 本修正案に賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、本修正案は可決すべきものと決しました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立によって採決

します。 

 修正議決した部分を除く原案に賛成の方は、起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、修正議決した部分を除く原案は可決すべきものと決しました。 

 これから、議案第３号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。 

 これから、日程第１０、議案第３号、長与町指定地域密着型サービスの事

業者等の指定に関する基準を定める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１１、議案第４号、長与町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 
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 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１２、議案第５号、長与町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１３号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１３、議案第１３号、長与町福祉医療費の支給に関する

条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１４号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 議案第１４号に対し、私は賛成の立場から討論いたします。 

 この条例は、国の障害者自立支援法から、今年度４月より障害者総合支援

法に名称が改正され、施行されることに伴う条例の改正であります。 

 概要は、障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に改められたものです。 

 また、本町では、現在、認定審査委員が社会福祉士など医師や１０名いら

っしゃいます。この制度に新たに範囲として、難病の特定疾患３００以上が

加味されることとなりました。難病の障害者手帳の交付に当たって認定区分

を受け、サービス利用計画書の策定などが必要となってきます。個々の障害

の特性に合わせ、さらなる支援の充実と拡充を提供していただきたく、この

条例に賛成の討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 
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 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１４、議案第１４号、長与町障害者自立支援認定審査会

の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第１９号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１５、議案第１９号、長与町立学校設置条例の一部を改

正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２０号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１６、議案第２０号、長与町立保育所条例の一部を改正

する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２１号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 
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 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 議案第２１号、長与町地域自立支援協議会条例の一部を改正する条例に賛

成の討論をいたします。 

 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律の規定に基づき、協議会を設置されたものです。現在、２０人の委員のう

ち１４人が任命され、組織に新たに障害者及びその家族が構成員に加味され

ました。 

 すべての国民が障害の有無にかかわらず尊重され、共生社会の実現、また

社会的障壁の除去を理念とし、ノーマライゼーション社会の概念であります。

身体、精神、知的、難病者がそれぞれの立場から社会に理解と協力を求める

ための意見の集約と、当該者の声が尊重され、弱い立場の者が救われる福祉

の長与が期待されるところであります。 

 よって、一層の改善がなされ、安心してだれでもが幸せに長与で過ごせる

ことを希求いたしまして、この委員会がより一層充実し、実りあるものとな

るために賛成の討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１７、議案第２１号、長与町地域自立支援協議会条例の

一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２５号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１８、議案第２５号、平成２４年度長与町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２６号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第１９、議案第２６号、平成２４年度長与町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第２７号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２０、議案第２７号、平成２４年度長与町介護保険特別

会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３４号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 １６番、堤 理志議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 議案第３４号、平成２５年度長与町国民健康保険特別会計予算に反対の立

場から討論を行います。 

 国民健康保険は、自営業、農業、漁業、退職者、パート、アルバイトなど

企業や団体の健保、共済組合以外の人たちでもいざというとき、経済的心配

をなく安心して医療機関に受診できるための助け合いの保険制度であること

が、町のホームページに掲載をされています。国保は、零細業者、パート、

アルバイト、リストラなどによる退職者など比較的所得が少ない、いわゆる

生活弱者、経済的に弱い立場の方々が多く加入している制度でもあります。

国民の命と健康を守る大切な制度であり、社会保障である国保ですが、国保

財政は全国的に危機的状況にあります。折しも大不況の中で、収入、所得が
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大きく落ち込み、ただでさえ生活困窮者が多い国保世帯の生活苦は一層大き

くなっています。 

 長与町の国民健康保険税は、２４年度から大幅に税率が引き上げとなりま

した。国保財政が逼迫していることが原因ではありますが、国保世帯の町民

の方々の家計もさらに逼迫することになってしまい、払いたくても払えない、

病院に行けない世帯がふえるおそれがあることを思うと胸が詰まる思いです。 

 国保予算を審査していく中で、国保の構造的な問題は住民の努力で解決で

きる問題ではありませんし、また国の国保運営の努力だけで解消できる問題

でもありません。全国的に地方議会が国に提出している意見書に記載してあ

りますとおり、根本的には国保への国庫負担の割合が以前は４５％あったも

のが３８.５％に引き下げられ、さらに市町村国保の事務負担金への国庫補

助が廃止されるなど、国は国保を社会保障として存在させる責任を放棄して

いるとか思えない対応に問題があります。住民代表である議会から、こうし

た問題を住民に成りかわって指摘する意味からも、国保の重い負担に異議を

訴える多くの国保世帯の声を代弁して、本国保予算に反対をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 議案第３４号に対しまして、賛成の立場から討論いたします。 

 ２５年度国民健康保険特別会計歳入歳出は、それぞれ４５億６,６３５万

３,０００円となっており、昨年度比２.３％の増となっております。国民健

康保険は、国民すべての病気、けが、出産、障害、死亡、老化、失業などの

生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、医療などサービスを給

付し保障する国民皆保険の制度であります。 

 しかし、高齢化に伴い、被保険者の医療費の増大、失業者の増加などによ

り、本町でも国保基金の財政がパンク状態となり、国保保健事業特別会計の

健全化を図るため、１５年度ぶりに昨年度から国保税の引き上げが余儀なく

されました。これも弱い者への負担となるため、引き上げ認定は苦渋の決断

でありました。 

 今年度も特定健康診断により、病気の早期発見、早期治療を行うことによ

り、医療費の抑制や受診率アップのための推進、またジェネリック医薬品の

使用により医療費の抑制などを図り、今後のさらなる健全な財政運営と国民

皆保険受診者が安心して治療などを受けられることを希求いたしまして、賛

成の討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２１、議案第３４号、平成２５年度長与町国民健康保険
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税特別会計予算を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３５号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 １６番、堤 理志議員。 

 １６番 （堤 理志議員） 

 私は、議案第３５号、平成２５年度後期高齢者医療特別会計予算に反対の

立場から討論を行います。 

 現在、後期高齢者医療制度は、長与町で窓口業務を、運営は県の広域連合

で実施されています。後期高齢者医療制度に関する町や広域連合の運営その

ものに違法性や瑕疵があるわけではありません。平成２３年９月議会で、決

算の討論で私は、この制度は、７５歳という年齢を重ねただけで今まで入っ

ていた国保や健保から脱退して、保険料は原則年金天引きとなること、そし

て、時がたてばたつほど負担がひどくなっていく仕組みであるというふうに

申しましたが、その後実際に住民の保険料負担は増加をいたしました。人の

命と健康にかかわる医療制度に年齢での差別、高齢者への新たな負担増を持

ち込み、長年社会の発展に尽くしてこられた高齢者に対し、痛みと苦しみを

強いるという制度をつくった国は、日本をおいてほかにありません。 

 長与町議会は、平成２０年６月議会で、後期高齢者医療制度を中止し、廃

止を求める請願を賛成多数で採択しています。町民の代表機関である議会に

中止、廃止を求めているこの制度、町民の理解を得られない後期高齢者医療

の予算に反対をいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 １番、饗庭敦子議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 私は、議案第３５号、平成２５年度長与町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、賛成の立場で討論いたします。 

 後期高齢者保険は、平成２０年度から７５歳以上を対象として行われてい

る保険制度でございます。この後期高齢者制度については、ただいま同僚議

員からの意見もありましたが、制度そのものにはいろいろな諸問題が表面化

してきております。 

 しかし、医療費増が続く中、制度の安定的な運営を図っていくため、広域

連合において地域の実情を踏まえ、適正化、保険料収納等に取り組んでおり

ます。また、長崎県後期高齢者医療広域連合では、制度開始以来、市町村と
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関係機関との連携をしつつ、今後は県との連携を深めていく予定と聞いてお

ります。 

 高齢者の皆様の健康を守っていくためには、町としてはこの制度を粛々と

運営していかなければならないと思っております。今後、新しい制度の導入

が行われましたら、新高齢者医療制度がよりよい制度となることを期待して、

私の賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第２２、議案第３５号、平成２５年度長与町後期高齢者医

療特別会計予算を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３６号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ２番、安部 都議員。 

  ２番 （安部 都議員） 

 議案第３６号に対しまして、賛成の立場で討論いたします。 

 保険事業勘定の歳入歳出それぞれ２５億３,９４１万６,０００円の前年度

比２.７％の増と、介護サービス事業勘定の歳入歳出それぞれ１,８９３万７,

０００円で、前年度比３.２％増となっております。 

 ２００５年６月、介護予防支援事業が導入され、本町では高齢者の機能低

下を予防するための１次予防事業として、めだか８５、お元気クラブ、新た

に今年度よりサポーターポイント制度が導入され、２次予防としてえんじょ

い貯筋教室も開設され、要支援、要介護にならないための健康事業や医療費

抑制のための事業も制定されました。これからの高齢者の元気な生きがいの

場の進展に期待するところであります。また、権利擁護の相談機能を持つ地

域包括支援センターも重要な役目を担っております。 

 本町の高齢化率は１９.６％で、毎月０.１％増となっております。被保険

者は第１号者で１,６３２人、第２号者で３４人おり、介護者の増加、介護

費の増大がますます見込まれるところであります。現在、国が２５％、県が

１２.５％、町１２.５％、第１号被保険者が２１％、第２号被保険者が２

９％の負担割合となっておりますが、今年度もより一層の介護の充実、そし
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て被保険者が安心して介護を受けられるような体制の構築と進展を望み、賛

成の討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 １番、饗庭敦子議員。 

  １番 （饗庭敦子議員） 

 私は、議案第３６号、平成２５年度長与町介護保険特別会計予算について、

賛成の立場で討論させていただきます。 

 この特別会計は、平成１２年介護保険が始まり、医療、介護、予防、住ま

い、生活支援サービスを切れ目なく、地域包括ケアシステムの実現を目指し

た第５期介護保険事業２年目の計画に基づく会計であります。 

 長与町としましても、介護サポーターポイント制度の導入、地域密着型特

別養護老人ホーム創設の予定と、介護保険事業の充実強化が図られていると

ころを評価します。 

 しかしながら、特別養護老人ホームの待機者もまだまだたくさんいらっし

ゃいますので、第５期介護保険事業計画のもと、特別養護老人ホーム待機者

を解消していくことと、さらに介護労働者の労働条件、環境の改善をして、

だれもが安心して介護を受けられる体制づくりをすることを要望し、私の賛

成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２３、議案第３６号、平成２５年度長与町介護保険特別会

計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 場内の時計で１４時２０分まで休憩します。 

（休憩１４時０９分～１４時２０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 日程第２４、議案第６号、長与町道路の構造の技術的基準等を定める条例、

日程第２５、議案第７号、長与町移動等円滑化のために必要な道路の構造に

関する基準を定める条例、日程第２６、議案第８号、長与町準用河川管理施

設等の構造の技術的基準を定める条例、日程第２７、議案第９号、長与町高
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齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例、日程第２８、議案第１０号、長与町営住宅設置及び管理

条例の一部を改正する条例、日程第２９、議案第１１号、長与町都市公園条

例の一部を改正する条例、日程第３０、議案第１７号、長与町水道事業企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第３１、

議案第２３号、町道池堂西時津線道路築造工事請負契約の変更について、日

程第３２、議案第２８号、平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計補正予算（第２号）、日程第３３、議案第２９号、平成２４

年度長与町水道事業会計補正予算（第２号）、日程第３４、議案第３０号、

平成２４年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）、日程第３５、議案

第３１号、平成２４年度長与町下水道事業会計資本剰余金の処分について、

日程第３６、議案第３７号、平成２５年度長崎都市計画事業長与町土地区画

整理事業特別会計予算、日程第３７、議案第３８号、平成２５年度長与町水

道事業会計予算、日程第３８、議案第３９号、平成２５年度長与町下水道事

業会計予算を一括議題とします。 

 ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

 建設産業常任委員長。 

建設産業 （山口憲一郎議員） 

常任委員長  それでは、報告をいたします。 

 去る３月１１日、本会議におきまして建設産業常任委員会に付託を受けま

した議案の審査結果について報告をいたします。 

 議案第６号、長与町道路の構造の技術的基準等を定める条例につきまして

は、３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として鈴木建設部長、日野都

市整備課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいた

しました。 

 今回の条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律により、道路法が改正されたことに伴い、

これまで国で定めていた道路の構造に係る技術的基準を各地方公共団体の条

例で定めることになったとの説明を受けました。 

 審査の過程で地方部に存ずる道路とはどのような道路かという質疑に対し

ては、３種、道路が地方部に存ずる道路、４種が都市部に存ずる道路に分け

ている。道路には第１種から第４種まであるとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７号、長与町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関す

る基準を定める条例につきましては、３月１２日、委員全員出席のもと、説

明員として鈴木建設部長、日野都市整備課長、その他関係職員の出席を求め、

質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 

 今回の条例は、高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律の一

部が改正されたことに伴い、国土交通省令で定められている移動等円滑化の

ために必要な道路の構造に関する基準を参酌して定めているとの説明があり

ました。 
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 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第８号、長与町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定め

る条例につきましては、３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として鈴

木部長、吉村管理課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に

審査をいたしました。 

 今回の条例は、長与町が管理する準用河川の河川管理施設の構造について、

河川管理施設構造令を参酌して、河川管理者である長与町が新たな条例で定

めるものとの説明を受けました。 

 審査の過程で、整備基準はあるのかという質疑に対しては、国の整備基準

を参酌して規則で定めているとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第９号、長与町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係

る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例につきましては、３月１２

日、委員全員出席のもと、説明員として鈴木建設部長、日野都市整備課長、

その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 

 今回の条例は、移動等円滑化のための必要な特定公園施設に関する基準を

定める省令に定める基準を参酌し、公園管理者である長与町が新たに基準を

定めるものとの説明を受けました。 

 審査の過程で、道路と公園は一体的に作成できなかったのかという質疑に

対しては、それぞれに管理者がいるので、それぞれ定められているとの答弁

でした。また、経過措置がある４月１日からかという質疑に対しては、現在

進行中のものは調整をしながら行っているとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１０号、長与町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例につきましては、３月１２日、委員全員出席のもと、説明委員として鈴木

建設部長、吉村管理課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重

に審査をいたしました。 

 今回の改正は、公営住宅法の一部が改正されたための所要の改正を行うも

のという説明を受けました。 

 審査の過程で、自治会加入を規則で規定したらどうかという質疑に対して

は、自治会はあくまで任意団体であるので、条例及び規則で規定はできない

との答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１１号、長与町都市公園条例の一部を改正する条例につきま

しては、３月１２日、委員全員出席のもと、説明員として鈴木建設部長、日

野都市整備課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査を

いたしました。 

 今回の改正は、都市公園法が改正され、都市公園の設置基準を条例で定め

るものと説明を受けました。 

 審査の過程で、町民１人当たりの公園面積は、総合計画では８.２平方メ

ートルで、目標が１２平方メートルになっているが、現在はどのようになっ
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ているのかとの質疑に対しては、８.２平方メートルは変わっていないが、

今後は榎の鼻土地区画整理事業でもできてくるので、目標に向かって努力し

たいとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号、長与町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例につきましては、３月１４日、委員全員出席

のもと、説明員として馬木水道局長、谷口水道課長、その他関係職員の出席

を求め、質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 

 今回の改正は、条例第９条の２を全部改正し、住居手当の支給対象をみず

から移住するため住居を借り、月額１万２,０００円を超える家賃を支払っ

ている職員のみとするもので、一般職員の住居手当の改正にあわせ、企業職

員についても所要の改正を行うものと説明を受けました。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号、町道池堂西時津線道路築造工事請負契約の変更につ

きましては、３月１３日、委員全員出席のもと、説明員として鈴木建設部長、

日野都市整備課長、その他関係職員の出席を求め、開会後すぐに現地調査を

実施し、調査終了後、質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 

 今回の変更は、当初請負契約額８,５４１万３,３００円を３,３４９万８

００円減額し、契約額を５,１９２万２,５００円として請負契約の変更を行

うものという説明を受けました。 

 審査の過程で、減額された残金の処理はどうなるのか、道路工事以外には

使わないということなのかとの質疑に対しては、社会資本整備総合交付金の

旧まち交での工事であり、５カ年で調整をするが、最終的には減額分は不用

額となる。目的外に使用することはできないとの答弁でした。また、昨年の

１０月ぐらいに擁壁工が要らなくなったと聞いているが、１０月末に決まっ

た擁壁工の中止により工事金額の４割が減額になったが、契約変更をせず、

そのままほうっておいたのはなぜかという質疑に対しては、昨年の１０月に

擁壁工は中止となったが、この地点より先の契約している工事はまだ施工し

ていない状況であった。施工していない工事区間についても契約内容が変更

となる場合もあるので、工事区間全体で工事期間や工事金額が動かなくなっ

た時点で契約変更をしてよいと国からの指導もあっていたためとの答弁でし

た。それに対して、減額が判明した時点で速やかに契約更新を行うべきであ

り、今後そのような対応を行うよう町に要望もありました。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２８号、平成２４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理

事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、３月１３日、委員全員出

席のもと、説明員として鈴木建設部長、日野都市整備課長、その他関係職員

の出席を求めて、開会後すぐに現地調査を実施し、調査終了後、質疑を行い、

慎重に審査をいたしました。 

 今回の補正は、歳入、歳出、それぞれ１,７７５万２,０００円を減額し、

補正後の総額を９億８,６９５万１,０００円とするもので、補助事業費の決
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定による変更に伴う県事業委託料の減額と、職員の異動に伴う人件費等の削

減によるもの、また、繰越明許費として高田南土地区画整理事業で１億８,

０００万円から３億２,７５０万円の変更で、内容については工事４件、補

償７件となっているとの説明を受けました。 

 審査の過程で、繰越明許費の事業実施箇所の説明、補正予算の変更理由を

求め、図面にて審査をしました。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２９号、平成２４年度長与町水道事業会計補正予算（第２

号）につきましては、３月１４日、委員全員出席のもと、説明員として馬木

水道局長、谷口水道課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重

に審査をいたしました。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の収入で、営業収入を７０２万９,０

００円の減額及び特別利益を４,０００円の減額補正を行い、総額は６億９,

２４７万７,０００円となっている。これは上水道及び自由ヶ丘団地の水道

料金の減収及び無届け使用に係る過年度水道料金の減収によるもの。また、

資本的収入及び支出の収入で、負担金５００万円の減額補正を行い、総額４

７２万５,０００円となっている。これは高田地区（高田南）配水管布設工

事未施工に伴う工事負担金の減収によるものとの説明を受けました。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３０号、平成２４年度長与町下水道事業会計補正予算（第２

号）につきましては、３月１８日、委員全員出席のもと、説明員として馬木

水道局長、浦川下水道課長、その他関係職員の出席を求めて、質疑を行い、

慎重に審査をいたしました。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の収入で、下水道事業収益１,１３６

万円の減額補正を行い、総額は８億６,７５１万５,０００円、支出では下水

道事業１,０００万円の減額補正を行い、総額は６億８,４３７万８,０００

円となっている。また、資本的収入及び支出の収入で、資本的収入５３６万

９,０００円の減額補正を行い、総額は５,０８７万８,０００円。支出で資

本的支出６,０００万円の減額補正を行い、総額は３億８,２８４万５,００

０円であると説明を受けました。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３１号、平成２４年度長与町下水道事業会計資本剰余金の処

分については、３月１８日、委員全員出席のもと、説明員として馬木水道局

長、浦川下水道課長、その他関係職員の出席を求めて、質疑を行い、慎重に

審査をいたしました。 

 今回の剰余金の処分は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公営企業法の一部

改正が行われたため、今年度より議会の議決を求めるものという説明を受け

ました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 
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 次に、議案第３７号、平成２５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理

事業特別会計予算については、３月１３日、委員全員出席のもと、説明員と

して鈴木建設部長、日野都市整備課長、その他関係職員の出席を求め、質疑

を行い、慎重に審査をいたしました。 

 今回の平成２５年度の歳入、歳出の予算は、総額を歳入、歳出それぞれ９

億２,３０２万７,０００円で事業の推進を図りたいと考えている。事業内容

としては、主に高田越中央線、三千隠線改修工事、区画道路整備工事及び造

成工事、建物移動補償等を予定しているとの説明を受けました。 

 審査の過程で、予算ベースで毎年３％台の進捗を推移しているが、今後は

どのように考えているのかという質疑に対しては、ことしの事業費は７億４,

０００万円であり、道ノ尾駅前、三千隠線、高田越中央線を重点的に進めて

いくとの答弁でした。また、町債が２５年度末で６億５,８００万円となっ

ていて、保留地の処分を充てるようになっているが、今後の保留地の処分の

見通しはどのように考えているのかという質疑に対しては、これから処分す

る保留地は南東部になる、造成の進捗状況によるが、処分できる時期は平成

２６年度以降となる。面積的には５０から６０坪の区画割で計画しており、

造成後ライフラインが整い次第売り出しを行いたいとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３８号、平成２５年度長与町水道事業会計予算につきまして

は、３月１４日、委員全員出席のもと、説明員として馬木水道局長、谷口水

道課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいたしま

した。 

 今回の予算は、収益的収入及び支出の収入では、水道事業収益６億９,７

２８万５,０００円を見込んでいる。支出では、水道施設などの維持管理費

５億７,１６６万３,０００円を含む６億１,０４９万４,０００円を予定して

いる。さらに、資本的収入及び支出の収入では、資本的収入４億６,９７２

万５,０００円を見込み、支出では榎の鼻土地区画整理事業工事負担金、嬉

里、斉藤地区配水管布設工事など、建設改良費４億８,１６６万８,０００円、

企業債償還金１億３,１２６万６,０００円など、６億１,４９３万４,０００

円を予定しているとの説明を受けました。 

 審査の過程で、平成２５年度当初予算の建設改良費の内容について、図面

等を使って説明を求められ、図面にて審査をいたしました。榎の鼻土地区画

整理事業に伴う水道施設工事の組合施行とはどういうことかという質疑に対

しては、組合が事業主体になって工事を行い、それに対して工事負担金を支

払うことになっているとの答弁でした。また、橋梁関係の配管の腐敗につい

ては、何％ぐらい更新されているのか、残っている分があればどれぐらいに

なるのかという質疑に対しては、更新の割合についてはわからないが、露出

配管については腐食を防ぐ意味からステンレス管に順次交換するようにして

いる。今回は八反田公園の橋梁の布設がえを行うが、今後もこのようなケー

スにおいてはステンレス管を主体に計画的に更新する予定であるとの答弁で

した。 
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 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第３９号、平成２５年度長与町下水道事業会計予算につきまし

ては、３月１８日、委員全員出席のもと、説明員として馬木水道局長、浦川

下水道課長、その他関係職員の出席を求め、質疑を行い、慎重に審査をいた

しました。 

 今回の予算は、収益的収入及び支出の収入では、下水道事業収益８億８,

３６２万２,０００円を見込んでいる。支出では下水道事業６億８,９００万

６,０００円を予定している。主なものは下水道の施設等の維持管理費２億

７,６５３万２,０００円、企業債の支払利息１億３４８万６,０００円であ

る。また、資本的収入及び支出の収入では、資本的収入４,８５３万８,００

０円を見込み、支出では資本的支出４億２,０９８万８,０００円を予定して

いる。主なものは浄化センター及び汚水管渠の長寿命化計画策定業務委託な

ど、１億７,９４０万１,０００円、企業債償還金２億４,０５８万７,０００

円であるとの説明を受けました。 

 審査の過程で、建設改良費を図面での説明を受けました。開発負担金４,

０００万円、受給者負担金１,０００万円、団地の大きさや管延長もわかっ

ているのか、このレベルでの金額は妥当なのか、前倒してもらったのがある

のかを伺いたいという質疑に対しては、受給者負担金の策定は計画戸数から

住居人口を策定し、開発負担金を掲載している。受給者の負担金は宅地面積

で算定している。受給者負担の納入については、通常開発及び組合施行の区

画整備においては前倒しで施行者から町に納入するのが一般である。また、

納入について組合より分割納入の要望もあっているので、２７年度までの分

割納入としているとの答弁でした。 

 また、２５年度不明水対策については、具体的に何をやるのか、水洗化が

ほぼされたとのことだが、水洗化区域での対策はどうなっているかの質疑に

対しては、戸別訪問にて水洗化促進の対策をしている。ただ、どうしても改

造に資金がかかるので、なかなか実績が上がらない。２５年度の不明水対策

については、榎の鼻から長与ニュータウンの荒木畳店のところまで行う。一

日も早く原因を突きとめていきたいと考えているとの答弁でした。 

 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

 まず、議案第６号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第７号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第８号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第９号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 
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 次に、議案第１０号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１１号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１７号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２３号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２８号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２９号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３０号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３１号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３７号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３８号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３９号についての質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから議案第６号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２４、議案第６号、長与町道路の構造の技術的基準等を定

める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第７号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから日程第２５、議案第７号、長与町移動等円滑化のために必要な道

路の構造に関する基準を定める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第８号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２６、議案第８号、長与町準用河川管理施設等の構造の技

術的基準を定める条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第９号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２７、議案第９号、長与町高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１０号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２８、議案第１０号、長与町営住宅設置及び管理条例の一
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部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１１号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第２９、議案第１１号、長与町都市公園条例の一部を改正す

る条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第１７号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３０、議案第１７号、長与町水道事業企業職員の給与の種

類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第２３号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３１、議案第２３号、町道池堂西時津線道路築造工事請負

契約の変更についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 
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 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第２８号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３２、議案第２８号、平成２４年度長崎都市計画事業長与

町土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第２９号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３３、議案第２９号、平成２４年度長与町水道事業会計補

正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３０号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３４、議案第３０号、平成２４年度長与町下水道事業会計

補正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３１号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３５、議案第３１号、平成２４年度長与町下水道事業会計

資本剰余金の処分についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３７号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 １８番、河野龍二議員。 

 １８番 （河野龍二議員） 

 私は、議案第３７号について、反対の立場から討論いたします。 

 この高田南土地区画整理事業が平成２９年度までに完成するのに、私は平

成２３年第４回定例議会で一般質問を行い、そのときの年次計画からすると、

平成２５年度の収支予算の予定が１２億３,１３６万円でなければ２９年度

の完成は見込めないような説明がありました。しかし、今年度提案された予

算では、９億２,３０２万７,０００円と３億円もの開きがあります。わずか

１年後の計画で既にこのような大きな開きがあります。当初予算ですから、

補正での動きは予測できませんが、これまでの都市計画事業の内容からする

と、年度途中の大幅な増額の補正は期待できません。この内容からすると、

平成２９年度の完成も危ぶまれている状況にあります。事業の遅滞や遅延は

それだけ事業費の持ち出しが多額になることが予測され、町財政に大きな負

担となる危険性が考えられます。本事業は既に多額の費用がかけられ、やめ

られない、とめられないという状況理由だけで本当によい結果が出るのか、

私は疑問に思います。 

 私はこの事業が進む限り、その町の財政に及ぼす危険性を明らかにしてい

かなければならないというふうに考えますし、同時に、住民サービスに有効

に使えるお金が展望のない事業に注ぎ込まれることを指摘して、反対討論と

いたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 ５番、分部和弘議員。 
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  ５番 （分部和弘議員） 

 私は、議案第３７号について、賛成の立場から討論いたします。 

 事業開始から３１年経過し、工事進捗率も８６.２％と事業費ベースでは

ありますが、確実に工事を消化しております。宅地造成においては５２.

３％が完了し、２５年度末までには５４.３％までになる予定となっており

ます。また、国道との接続で利便性の向上や近代的に整備された町並みを見

ると、確実に工事の成果がうかがえます。この状況下での工事の中止、凍結

は現実的ではないと考えます。また、後戻りによる混乱も避けられないもの

ではないでしょうか。 

 以上の観点から、早期の完成を目指し、今後も最大限の努力をされ、事業

を推進することを期待し、私の賛成討論といたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３６、議案第３７号、平成２５年度長崎都市計画事業長与

町土地区画整理事業特別会計予算を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議  長 （山口経正議員） 

 起立多数。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３８号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 よって、これで討論を終わります。 

 これから日程第３７、議案第３８号、平成２５年度長与町水道事業会計予

算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第３９号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 
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 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３８、議案第３９号、平成２５年度長与町下水道事業会計

予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第３９、議案第４１号、平成２４年度長与町一般会計補正予算（第６

号）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 それでは、議案第４１号、平成２４年度長与町一般会計補正予算（第６

号）につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 このたび本町と環境施設組合との連携に不手際がございまして、繰り越し

上限額の判明がおくれ、６号補正として追加提案でお願いすることになりま

した。この場をかりましておわびを申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

 それでは、予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。今回の補

正は、長与・時津環境施設組合において事業実施をしております熱回収施設

整備事業におきまして、繰り越しの必要が生じたことにより補正をするもの

でございます。補正の内容につきましては、第１表、繰越明許費補正により

御説明を申し上げます。予算書の２ページをお開きをいただきたいと思いま

す。第１表、繰越明許費補正追加分としまして、長与・時津環境施設組合負

担金として支出し、施工しております熱回収施設用地造成工事、上下水道施

設整備工事等につきまして、年度内の完了が困難であると見込まれる繰越予

定額をお願いをいたしておるところでございます。 

 以上が議案第４１号の提案理由の御説明でございます。御審議のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

 また、繰越予定額の内容につきましては所管より御説明を申し上げたいと

思ってます。よろしく御審議をお願いします。 

議  長 （山口経正議員） 

 環境対策課長。 

環境対策 （益冨雅彦君） 

課  長  それでは、繰り越し事業の主なものにつきまして御説明を申し上げます。 

 先ほど町長が御説明申し上げました熱回収施設用地造成工事につきまして

は、平成２４年度執行見込み額が１億３７５万円で、そのうち２５年度への

繰越額が６,５８５万６,０００円となりまして、そのうち長与町分が３,８
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７５万７,０００円となります。 

 続きまして、上下水道施設整備工事につきましては、熱回収施設給排水等

工事、それから中水道送水設備及び送水管の布設工事が主なものでございま

して、平成２４年度執行見込み額１億１,９０９万３,０００円が全額２５年

度への繰り越しとなりまして、そのうち長与町分は６,６４８万３,０００円

となっております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １３番、佐藤 昇議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 一部事務組合に負担金を出していて、工事が未完成ということで、繰り越

すことは理解します。しかし、聞くところによりますと、一部事務組合では

臨時議会を開くこともなく、専決事項で処理すると聞いております。まずは

向こうの方で繰り越し部分をして、それを受けて町が繰り越すのが筋だと思

うんですが、そうならなかった理由を一部事務組合の副管理者であります町

長にお伺いいたします。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 その内容につきましては、所管より案内をさせていただきます。 

議  長 （山口経正議員） 

 環境対策課長。 

環境対策 （益冨雅彦君） 

課  長  御質問につきましては理解をいたすところでございます。当方といたしま

しては、地方自治法の２１３条、繰越明許費の規定がございます。それによ

りまして、組合の方では議決はないわけでございますけれども、見込みにつ

きまして報告をいただきましたので、今回、繰越明許につきましてお願いを

いたしておるところでございます。本町におきまして議決をしていただくこ

とについては可能でないかと考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。以上でございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 佐藤議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 いや、課長の言うことはわかるんですよ。そこは私らも理解してるんです。

ただ、順序として、向こうがきちんと処理するのが本当じゃないかと。それ

ができなかった理由を、所管じゃなくて副管理者に聞いてるんですよ。です

から、もっと言えば臨時議会を開く時間は十分あったと思うんですね、向こ

うの事務組合も。ですから、そうせずに専決処分で済まそうとした理由を聞

いとるわけです。答弁お願いします。 

議  長 （山口経正議員） 
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 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 お答えします。 

 組合の方が専決であるというような形で言っておりますので、それを私た

ちは納得して進めておるところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 佐藤議員。 

 １３番 （佐藤 昇議員） 

 組合の方が言っとるということではなくて、私らが聞いてるのは、ちょっ

と議案から外れるかもしれませんけれども、町長は、一組の副管理者であり

ます。ですから、この繰り越し分の処理をあさってでも特別委員会があるわ

けですね。ですから、その日の午前中にでも臨時議会を招集できたと私は思

ってるんですよ。そうしなかった理由を聞いとるわけですね。向こうの副管

理者として、答えられんというなら答えられんということで結構です。 

議  長 （山口経正議員） 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 これにつきまして、事務局がいろいろ考えてやっておりますので、一応私

はそれを見て判断をしているところでございます。 

議  長 （山口経正議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第４１号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから議案第４１号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから日程第３９、議案第４１号、平成２４年度長与町一般会計補正予

算（第６号）を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 
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 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 場内の時計で１５時３０分まで休憩します。 

（休憩１５時２２分～１５時３０分） 

議  長 （山口経正議員） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 日程第４０、議案第４２号、長与町副町長の選任についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 

 では、議案第４２号、長与町副町長の選任につきまして、提案理由の御説

明をさせていただきたいと思います。 

 本年３月３１日をもちまして、長与町副町長、浜野哲夫氏の任期が満了を

いたします。浜野氏におかれましては、昭和３９年に長与村役場に入職後、

建設部長を初め、職員として３７年、助役として６年、平成１９年４月１日

からは副町長として６年の長きにわたり町政発展に多大なる貢献をいただい

てきたところでございます。 

 このたび、その後任者として、現在、本町の建設部長であります鈴木典秀

氏を選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。鈴木氏は、昭和５２年に長与町役場に入職後、地域

政策課長、総務課長、建設部長などを歴任し、地方自治体の実務に通じてお

られる方です。また、高潔かつ温厚な人柄で、人望も厚く、副町長として適

任の方と確信をいたしているところでございます。その豊富な行政経験を生

かし、副町長としての手腕を発揮をしていただきたいと考えております。 

 なお、鈴木氏の住所及び生年月日につきましては、お手元の議案書に記載

のとおりでございます。以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています議案第４２号は、会議規則第３９条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４２号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから議案第４２号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから日程第４０、議案第４２号、長与町副町長の選任についてを採決

します。 

 本案について、同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 しばらく休憩します。 

 会議を再開します。 

 日程第４１、発議第１号、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に対する日

本政府の厳格な対応を求める意見書を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員長。 

議会運営 （堤 理志議員） 

委 員 長  発議１号、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に対する日本政府の厳格な

対応を求める意見書について、提案理由の説明を申し上げます。 

 御承知のとおり、平成２５年２月１２日、北朝鮮が３回目の核実験を実施

しました。これを受け、議長から長与町長、町議会議長の連名で、金 正恩

国防委員長に抗議文、安倍晋三内閣総理大臣に要請文をそれぞれ送付したと

の報告を受けました。さらに、北朝鮮が２回目の核実験を実施した際にも、

議会として北朝鮮に対する日本政府の厳格な対応を求める意見書を出したと

いう経緯もあり、今回も議会として意見書提出を行うことを議運で検討、協

議し、合意に至りました。その後、議員各位におかれましても、これに賛同

していただけないか合意形成を図るよう配慮しながら、今回の提案に至りま

した。 

 それでは、意見書の中身について説明をいたします。今回の意見書は、４

つの構成部分から成っています。１つは北朝鮮が実施した核実験が国連や国

際社会の制止を無視して行われたことや、その他軍事的挑発行為を行ってい

ることなどを長与町議会として強く批判をしています。２つ目には、被爆地

である長与町、長与町議会が過去の核実験に際しても抗議してきたにもかか

わらず、三たび核実験を実施したことに対する町民の怒り、そして悲しみを

代弁し、遺憾の意を表明しています。３つ目は、北朝鮮の核実験中止、核開

発の即時廃棄が東アジア地域と世界の平和と安全にとって重要であることを

述べています。４つ目は、日本国政府に対して、国連や関係各国と連携しな

がら具体的な行動の実現と、より厳格な対応を要請する部分であります。以

上の構成となっております。 

 具体的な行動の実現と、より厳格な対応について、補足して説明をいたし

ます。国連安全保障理事会は、北朝鮮が強行した３度目の核実験を強く非難

するとともに、同国に対する経済制裁を強化し、各国にその実施を義務づけ

た決議を全会一致で採択しました。各国は制裁が実効あるものになるよう努
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める必要があります。北朝鮮は、国際社会の意思を受け入れ、さらなる核実

験はもとより、ロケット技術を使った事実上のミサイル発射やその他の軍事

的挑発行為をやめなければなりません。 

 北朝鮮が国際社会に挑戦し、他国に対する核攻撃能力の獲得に向けた動き

を強める中で、安保理決議は北朝鮮の動きを断固として許さない国際社会の

一致した姿勢を鮮明にしています。採択された安保理決議２０９４は、北朝

鮮の核兵器やミサイルの開発にかかわる人、物、金の国際的な流れを断つ内

容です。北朝鮮の核開発を実質的に抑制するために、制裁を実効あるものに

することが不可欠であります。同時に、北朝鮮を６カ国協議を初めとした対

話のテーブルに着かせ、問題を平和的、政治的に解決する道を開くことも重

要です。国連決議も対話を通じた平和的で包括的な解決を促進し、事態を悪

化させるいかなる行動も控えるよう求めています。 

 安保理は、これまでも北朝鮮が核実験を強行するたびにこれを非難し、国

連憲章第４１条に基づく非軍事の制裁を行う決議を上げてきましたが、必ず

しも効果を上げてきたとは言えませんでした。その大きな要因は、北朝鮮向

け物資の検査などで中国が十分な対応をとっていなかったことにあるという

ふうに指摘をされています。北朝鮮の核兵器開発が世界と北東アジアに対す

る現実的な脅威となっている今日、北朝鮮の核兵器開発を許さない行動が求

められます。こうした内容がこの決議の中の具体的な行動の実現と、より厳

格な対応に包含されていることを御理解いただきたいというふうに思います。 

 では、意見書を朗読をいたします。発議第１号、朝鮮民主主義人民共和国

（北朝鮮）に対する日本政府の厳格な対応を求める意見書。上記議案を提出

します。平成２５年３月２５日、提出者、長与町議会議員 堤 理志、賛成

者、長与町議会議員 佐藤 昇、賛成者、長与町議会議員 西岡克之、賛成

者、長与町議会議員 山口憲一郎。 

 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に対する日本政府の厳格な対応を求め

る意見書（案）。平成２５年２月１２日に北朝鮮が３回目の地下核実験を強

行したとの報道に接しました。２回目の地下核実験、平成２１年６月に対し

ても、国際社会は強い非難や制止を訴えて、各国が協調したところでありま

した。しかし、これまでの間、朝鮮半島の非核化などを協議する６カ国協議

を拒絶し、弾道ミサイル開発を続けるなど、周辺地域の安定を揺るがすよう

な挑発行為を繰り返してきました。 

 今回の核実験強行に対して、国連安全保障理事会は、大幅に強化した制裁

決議を３月７日に全会一致で採択しました。これに前後して、北朝鮮は米国

への核攻撃に言及し、南北不可侵に関する合意の完全破棄など、相次いで表

明していますが、国際社会から完全に孤立する暴挙だと言わざるを得ません。

被爆地である長与町と議会は、過去２回の核実験に対しても抗議の意思を示

し続けてきましたが、再び核実験が強行されたことは恒久平和と核兵器廃絶

を願う町民にとって、怒りと深い悲しみははかり知れないものであり、まこ

とに遺憾であります。 

 今や北朝鮮の核兵器の完全廃棄及び核開発の即時放棄が東アジア地域はも
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とより、世界全体の平和と安全にとって重要であることは、国際社会の一致

した世論となっています。よって、国に対しまして、具体的な行動の実現に

向け、国連や関係各国と連携を図りながら、より厳格に対応していただきま

すよう、特に被爆地長与町の議会として強く要望をいたします。 

 以上、地方自治法９９条の規定に基づき、意見書を提出します。平成２５

年３月２５日、長崎県長与町議会。 

 以上、議員各位の賛同と採択をお願いしまして、提案理由の説明といたし

ます。 

議  長 （山口経正議員） 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発議第１号は、会議規則第３９条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、発議第１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから発議第１号の討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

 次に、賛成討論はありませんか。 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、日程第４１、発議第１号、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

に対する日本政府の厳格な対応を求める意見書を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 日程第４２、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 会議規則第１２２条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり議員

を派遣したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定しました。 
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 日程第４３、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題とします。 

 議会運営委員長から、目下、委員会において調査中の事件について、会議

規則第７５条の規定によって、お手元に配りましたとおり、閉会中の継続調

査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

しました。 

 以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 会議規則第４５条の規定により、今定例会において議決された案件につき

まして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整

理を議長に委任されたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長 （山口経正議員） 

 異議なしと認めます。 

 よって、これら整理を要するものにつきましては、議長に委任することを

決定いたしました。 

 次に、浜野副町長より発言の申し出がありますので、これを許可します。 

 副町長。 

副 町 長 （浜野哲夫君） 

 本日、特に議長のお許しをいただきましたので、ここに深い感謝を込めま

して、退任のごあいさつを申し上げたいと思います。 

 昭和３９年１０月に長与村に入庁以来、４９年６カ月、長い間大変お世話

になりました。ちょうどこの年は東京オリンピックが開催された年で、くし

くも東海道新幹線の開通日でありました。終戦後の焼け野原で何もないとこ

ろから、経済大国へ向かって進んでいる真っただ中でございました。こうい

う時代から今日まで多くの仕事に携わらせていただきましたが、私たちの仕

事は議会の皆さんを初め、町民の皆さんの御理解をいただきながら、職員が

それぞれの立場で協力し合って初めてできる仕事でございます。私は多くの

すばらしい職場の先輩や仲間に支えられ、今日まで頑張ってこれたと深く感

謝を申し上げる次第でございます。平成１３年４月１日から前葉山町長の推

薦により助役として、また、平成１９年４月から副町長として、昨年の５月

には吉田新町長の要請を受け、任期いっぱい、３期１２年の間、特にこの１

年間は心の葛藤と戦いながらも、皆様の御理解をいただき、全力で務めさせ

ていただきました。今はもう肩の荷が取れ、きょうのために桜の花も例年に
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なく早く満開になったと思っております。 

 長与町はまだまだ発展し続けなければなりません。地方自治を取り巻く環

境は依然として厳しい中でありますが、今後も大きな事業や課題が山積して

います。吉田町長を先頭に、職員が一丸となって幸福度日本一を目指し、御

尽力をいただきたいと思います。あわせて、議員の皆様にも議会の立場から

御理解と御協力を重ねてお願い申し上げます。 

 終わりに、長与町のますますの発展と、皆様方の御健勝、御活躍を心から

御祈念申し上げ、これまで温かく御支援いただきましたすべての皆様に心か

ら感謝を申し上げ、退任のあいさつとさせていただきます。どうもありがと

うございました。（拍手） 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、先ほど副町長に選任されました鈴木典秀建設部長より発言の申し出

がありますので、許可します。 

 鈴木建設部長。 

建設部長 （鈴木典秀君） 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、一言ごあいさつを申し述べ

させていただきたいと思います。 

 本日は、不肖私の副町長選任議案に御同意いただきましたことに対し、心

から感謝を申し上げますとともに、身に余る光栄と思っているところでござ

います。副町長という職責の重さ並びに議員皆様から御同意いただきました

重さを考えますと、身の引き締まる思いでございます。改めて、誠心誠意努

力しなければならないと痛感いたしているところでございます。 

 昨年４月の町長選挙におきまして、吉田愼一新町長が誕生いたしました。

私としましては、吉田町長の掲げる政策の実現に向けて最大限の努力をする

ことが町民の皆様の幸せにつながるものであり、私の責務であると思ってお

ります。現在の副町長であります浜野副町長の経験豊富な行政手腕を見てき

た者として、私で大丈夫なのか不安でいっぱいでございますが、皆様方のこ

れまで以上の御指導、御鞭撻を賜ることをお願いいたしまして、一日も早く

浜野副町長に近づけるように努力してまいる所存でございます。 

 現在の長与町を取り巻く状況は、高田南区画整理事業、熱回収施設建設事

業、都市計画道路西高田線事業と、大規模事業が山積しており、早期の完成

が望まれているところでございます。このことに対しましては、大変微力で

はございますが、吉田町長を補佐し、新しい長与町のまちづくりに向けた取

り組みに努力してまいる所存でございますので、議員各位のさらなる御協力

をお願いいたしまして、甚だ簡単粗辞で意を尽くしませんが、お礼のごあい

さつとさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。（拍

手） 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、閉会に当たり、町長から発言の申し出がありますので、許可します。 

 町長。 

町  長 （吉田愼一君） 
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 平成２５年第１回長与町議会定例会の閉会に当たり、一言お礼のあいさつ

をさせていただきます。 

 去る３月６日に開会をしていただきました本定例会は、提案をいたしまし

た合計４２に及ぶ議案につきまして、慎重審議を賜り、本日、御決定をいた

だきまして、まことにありがとうございます。心から感謝を申し上げたいと

思ってます。議案審議、あるいは一般質問の中でも多くの御指導を賜ったわ

けでございます。今回は一般会計初め、２５年度の予算が主なものだったと

思いますけれども、施政方針でも申し上げましたけれども、この予算を的確

に執行しながら、十分な効果が得られますように最大限の努力をいたす所存

でございます。 

 新しい年度も課題が山積し、町政運営もますます厳しさを増してまいりま

す。皆様から御教授いただきましたことを念頭に置きまして、町民皆様の幸

せを第一に、積極的に対応をしてまいりますので、御理解と御協力を切にお

願いを申し上げる次第でございます。 

 ここで１点、専決処分についてのお願いを申し上げたいと思います。今、

予定されております平成２５年度地方税法等の一部改正に伴い、長与町で条

例の一部を改正する条例につきまして、専決処分をさせていただきたく内容

等を御説明申し上げまして、御理解を賜りたいと存じます。今回、予定され

ております平成２５年度地方税法等の一部改正については、国会においては

成立と同時に公布、施行される予定でございます。つきましては、現時点に

おきまして、町税条例等の一部を改正する条例は町議会に御提案できる状況

ではございませんので、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして、

専決処分をさせていただき、次の議会におきまして御報告を申し上げ、承認

を賜りたいと思っております。 

 現時点での地方税法等の改正により、町税条例が一部改正される予定の内

容を若干申し上げます。個人住民税につきましては平成２６年４月から平成

２９年末までの入居を対象に、住民税から控除枠を１３万６,５００円に延

長、拡充、地方税に係る延滞金、還付加算金の現在の低金利の状況に合わせ

ての引き下げ、公的年金からの特別徴収制度の見直しなどが予定をされてお

ります。以上が改正予定の主なものでございます。今後は国会の動向を注視

し、改正内容が明らかになり次第、専決処分をさせていただきたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 今議会も本当に長い会議であったわけでございますけれども、いろいろ御

指導を賜りましたことを重ねてお礼を申し上げる次第でございます。 

 いよいよ時節は春になってまいります。議員各位におかれましても、ぜひ

御自愛をいただき、御活躍いただきますように御健勝を御祈念申し上げまし

て、お礼の言葉にかえさせていただき、閉会のあいさつといたします。本当

にありがとうございました。 

議  長 （山口経正議員） 

 次に、閉会に当たり、私から一言申し上げます。 

 今議会より本会議の生中継が始まりましたが、情報発信の一つのツールと
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して実施できたことは、開かれた議会にとって一歩前進できたものと思いま

す。多方面から反響をいただいておりますが、今後、町民の皆様に定着する

よう周知度を高める努力が必要だと思われます。 

 また、今議会では、議会改革等調査特別委員会の提案によりまして、長与

町議会議員政治倫理条例が制定されることになりました。従来、議員として

当然の倫理として存在した認識を明文化することによって、町民の皆さんの

信頼を確保し、議員みずからその高潔さを示し、公正で民主的な町政の発展

に寄与することを目的としております。そして、議会基本条例につきまして

も、３月１１日からパブリックコメントが始まり、町民の皆様方の御意見を

ちょうだいすることとなっております。その後、さらに協議を進め、制定す

る運びとなる予定であります。この点につきましても御理解と御協力をいた

だきたいところであります。 

 それから、今年度予算に添付する説明書において、様式と内容が変更され

て、より詳細に記載されることとなりました。議案審査におきましても、よ

り迅速に進めることができ、理解も深まったと伺っております。執行側当局

の御理解と御協力に感謝する次第であります。 

 新年度に入り、住民生活に密着した予算執行が始まりますが、目的意識を

持ち、町と議会がおのおのの役割を十分に果たし、ひいては長与町発展に大

いに寄与できますよう祈念いたします。 

 これにて会議を閉じます。 

 これで平成２５年第１回長与町議会定例会を閉会します。お疲れさまでし

た。 

                            （閉会 １５時５７分） 



 

－ 385 － 

      地方自治法第１２３条の規定により、署名する。 

       

      長崎県西彼杵郡長与町議会議長 
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